
＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

第三次島本町総合計画に係る施策の実施状
（平成22年 1月作成） 

 

この資料は、第三次総合計画に基づいて実施した平成15年度～20年度の各種施策・事業につ

状況、今後の主な課題についてまとめたものです。 

 

 

各項目の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 

①計画の策

定、推進 

●（仮称）人権施策推進基本方

針の策定
人権意識の高揚・啓発、人権侵

害の防止等の施策を推進するため

の計画策定を進める。 

検討中 
 人権施策を総合的に推進するため
方針や計画が未策定となっている。

 

 

 

 

 

 

章 第１章 人間尊重 

節 第１節 人権尊重 

大分類 １  人権行政 

⇒第四次総合計画

1章 1節-1（P

第三次総合計画 基本計画の「施策内容」に対応 

「施策内容」を実現するための具体的な事業名及びその内容を記載 

実施状況を分かりやすく表すため、「完了」、「実施」（継続事業を含む）、「

一部実施」、「検討中」、「未実施」の分類で区分。 

主な実施内容、実績データなどを記載。原則として、平成 15～20年度の実績を記載

しているが、一部、平成 21年度の動向も追加している。 

第三次総合計画 基本計画の構成（章・節・大分類）を表示 

第四次総合計画 

ける対応項目を記

 

＜主な課題＞ 

 人権施策を総合的に推進するための方針や計画が未策定となっている。 

第四次計画策定に向けて、今後の主要な課題を記載 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第１章 人間尊重 

節 第１節 人権尊重 

大分類  １   人権行政 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

1章 1節-1（P2）に対応 

 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①計画の策

定、推進 

●（仮称）人権施策推進基本方

針の策定
人権意識の高揚・啓発、人権侵

害の防止等の施策を推進するため

の計画策定を進める。 

検討中 
 人権施策を総合的に推進するための
方針や計画が未策定となっている。 

人権推

進課 

②人権意識

の醸成 

●人権意識の醸成
諸団体の協力を得て、「人権の

つどい｣や街頭啓発キャンペーンを

実施するなど人権啓発活動を推進

する。 

実施 

 人権相談を月1回実施 
 毎年12月の人権週間に街頭啓発、パ
ネル展、人権のつどいを開催（H20 実

績：人権のつどい参加者215人） 

人権推

進課 

③人権教育

の推進 

●「人権教育のための国連 10

年島本町行動計画」の総括 
平成16年度に「人権教育のため

の国連10年」の計画期間が終了す

るのにあわせ、本町の行動計画の

総括を行う。 

完了  行動計画の総括は完了している。 人権推

進課 

④情報の 

提供 

●情報提供の推進 
人権啓発書籍・ビデオを人権・平

和資料室に設置。広報紙やホーム

ページなどにより人権に関わる情

報提供を行う。 

実施 

 役場 1 階人権・平和資料室で、啓発
図書・ビデオの貸出しを実施。 

 H21 年 6 月から、毎月「人権問題 名
作上映会」を開催。 

 各種啓発記事を広報紙・ホームペー
ジに掲載 

人権推

進課 

●個人情報保護の推進 
個人情報の適正な管理と保護

に努めるとともに個人情報保護

制度の適正な運用を行う。 

実施 

 個人情報保護制度の運営（審議会の
開催など） 

 Ｈ20 実績：開示請求 0 件、審議会開
催2回 

人権推

進課 
⑤個人情報

保護の推

進 
●個人情報保護条例の見直し 
総合行政ネットワークサービスな

どに対応するため、個人情報保護

条例の見直しを進める。 

完了 
 H18 に個人情報保護条例を改正（罰
則規定の追加、個人情報取扱事務の

手続きなど） 

人権推

進課 

⑥子どもの人

権擁護 と

安全確保

の推進 

●人権擁護と安全確保の推進 
子ども家庭センターなどの関係

機関と連携、協力を図り子どもの人

権侵害の防止に努める。 

実施  関係機関との連携に努めている。 人権推

進課 

⑦人権文化

センターの

充実 

●人権文化センターの充実 
人権文化をよりいっそう推進する

ための拠点として、人権啓発、地域

交流事業、生涯学習推進事業、相

談事業などの充実を図る。 

実施 

 毎年 9 月に「人権文化まつり・ふれあ
い夜店」を開催 

 各種交流事業、諸室の貸館業務、相
談業務などを実施。 

 Ｈ20 実績：人権文化センターの年間
利用1,345件・21,380人 

人権文

化センタ

ー 

⑧就労の 

支援 

●町内企業人権啓発推進事業
企業などを対象に人権教育や啓

発を実施する。 
実施 

 企業内人権啓発推進連絡会で、6 月
の就職差別撤廃月間に街頭啓発キャ

ンページを実施 

人権推

進課 

＜主な課題＞ 

 人権施策を総合的に推進するための方針や計画が未策定となっている。
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

大

 章 第１章 人間尊重 

節 第１節 人権尊重 

分類  2   平和意識の高揚 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

1章 1節-2（P3）に対応 
 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①平和啓発

事業の推

進 

●平和啓発事業の推進 
「人権と平和のつどい」や平和・

人権バスツアーなどを実施するとと

もに、人権・平和資料室の活用を図

る。 

実施 

 毎年7月に、「人権と平和のつどい」（映
画上映会）を開催。（Ｈ20 実績：参加者

731人） 

 毎年8月に、「平和・人権バスツアー」を
実施。 

 啓発ビデオ・書籍を貸出 

人権推

進課 

②推進体制

の整備 

●住民主体の平和啓発活動の

支援 
住民主体の啓発団体の活動を

支援する。 

実施 
 反核平和マラソン、島本平和行進、反
核平和の火リレーなどに応援メッセージ

を送付している。 

人権推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 バスツアーは、さまざまな年齢層が参加できるように、内容と日程の工夫が必要。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第１章 人間尊重 

節 第２節 男女共同参画 

大分類 １  男女共同参画社会の実現 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

1章 2節（P4）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①啓発活動

の充実 

●男女共同参画意識向上のため

の啓発活動の充実 
女性セミナーや講演会などを開催

するとともに、啓発冊子を作成する。 

実施 
 「男女共生セミナー」を開催。（H20 実
績：男女共生セミナー4講座・全 9回）

 女性問題啓発冊子を作成 

人権推

進課 

②男女平等

意識の醸

成 

●男女共同参画を促進する条例

の制定と計画の見直し 
男女共同参画推進条例を制定す

るとともに、男女共同参画社会をめざ

す計画を見直す。 

完了 
 H18、男女共同参画推進条例を制定 
 Ｈ19、男女共同参画社会をめざす計画
を改定 

人権推

進課 

③政策決定

への女性

の参画 

●女性の登用の推進 
審議会委員などへの女性の登用

を進める。 
実施 

 毎年審議会等の女性委員の登用状況
を調査し、登用を呼びかけている。 

 各種審議会等の女性比率 32.5％

（H21年 4月時点） 

人権推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 啓発イベントのテーマや内容の工夫。（アンケートなどにより、ニーズの高いテーマを選定） 

 審議会等委員への女性の登用割合50％の達成を目標とし、委員改選時期に各課に呼びかけを行う。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第１章 人間尊重 

節 第２節 男女共同参画 

大分類 ２ 女性の積極的な社会参加の促進 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

1章 2節（P4）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

（１）就労環境の整備 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①社会参加の 

促進 

●女性の就労促進及び男性の

家事・育児参画の促進 
女性の社会参加と男性の家事・

育児参加を推進するため、講座等

を実施する。 

実施 
 男女共生セミナーで、父子料理教
室、女性の再就職講座を開催。 

人権推

進課 

②セクシュア

ル・ハラスメ

ン ト防止対

策の推進 

●セクシュアル・ハラスメント防

止体制の整備 
相談体制の整備や研修などによ

り、セクシュアル・ハラスメントの防

止など働きやすい環境づくりを推進

する。 

実施 

 庁内職員相談窓口を開設するほか、
各部にセクハラ相談員を配置した。 

 住民からのセクハラ等相談について
は、女性相談で対応している。 

 セクハラやパワハラの防止・啓発につ
いて、職員研修を実施。 

人権推

進課 

③地域活動の 

促進 

●女性交流室の運営 
女性問題の調査研究や、交流・

学習のためのスペースとして、ふれ

あいセンター3 階の女性交流室を

運営する。 

実施 

 使用目的の徹底及び防犯のため、
H19年 10月から事前申請制とした。

 住民に開放し、団体活動などを支援
している。（H20 実績：利用件数 235

件・利用者1,251人） 

人権推

進課 

 

（２）女性の人権確立の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①保護・支援

の推進 

●生涯を通じた心と体の健康増

進の啓発 
女性が生涯を通じて、健康の維

持・増進が図れるよう意識啓発を行

う。 

実施 
 男女共生セミナーで女性の健康につ
いての講座を開催。 

人権推

進課 

②社会保障・

福祉の充実 

●町で実施している社会保障制

度等のとりまとめ 
各課が実施している施策のうち、

男女共同参画の推進を促す社会

保障制度等について調査し、とりま

とめる。 

実施 
 H18 から、各課が実施する関連施策
の実績と予定をとりまとめ、公表してい

る。 

人権推

進課 

●女性総合相談事業の実施 
住民を対象とした女性総合相談

を実施する。 

実施 

 月 2 回、女性相談をふれあいセンタ
ーで開催（H20実績：19件） 

 H20年8月から、電話相談も実施して
いる。 

人権推

進課 

③暴力への対

策の推進 ●関係機関との連携 
関係機関と連携を図り、特に DV

（ドメスティック・バイオレンス）被害

者の支援体制を確立する。 

実施 

 事案に応じ、関係課・団体との連携を
行っている。 

 DV の防止について啓発冊子及び広
報で住民に周知した。 

人権推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 「女性相談」の対象者がより気軽に相談できるよう、相談窓口の拡充や、相談方法の工夫。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第１節 自然環境の保全・活用 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 1節（P6）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●地下水位観測の実施 
地下水位の変動を把握し、適切な地

下水の保全・活用を図るため、地下水

位の観測を実施する。 

実施 
 藤の木公園、水無瀬川緑地公園内
の 3 か所の観測井で、地下水位の

観測調査を実施。 

政策推

進課 

●地下水利用対策協議会の活動

支援 
町内の地下水利用者（事業所）と町

で組織する協議会の活動を支援する。

実施 
 同協議会では、水準点測量など、
地下水対策の調査を実施している。

政策推

進課 

●離宮の水保存会の活動支援 
離宮の水保存会の活動を支援す

る。 
実施 

 保存会では、「名水百選・離宮の
水」の清掃活動、水質検査、設備の

維持管理、PR(パンフレット配布)など

を実施している。 

政策推

進課 

①長期的・総

合的な地下

水利用の検

討 

●森林保全 
地下水かん養のため、森林の保全

を図る。 
実施 

 森林整備などにより、森林保全を図
っている。 

産業建

設課 

【2 章 5節 3①と同内容】 

●水無瀬川河川改修整備事業 
水無瀬川改修に伴い､府に多自然

工法を取り入れた改修を要請する。 

検討中
 大阪府の財政難などにより事業は
進んでいない。今後も府への要請を

継続する。 

産業建

設課 
②水辺環境

の保全 
●水無瀬川水の文化園整備事業 
各ゾーンについて、親水化と水辺環

境との共生を検討する。 
検討中

 大阪府の財政難などにより事業は
進んでいない。今後も府への要請を

継続する。 

産業建

設課 

●森林整備事業（天王山周辺森林

整備、町有林整備） 
天王山周辺や町有林など、島本町

の森林を整備・保全する。 

実施 

 H17 から「天王山周辺森林整備構
想」に基づき、森林整備を実施。

（住民・事業者・行政が協働） 

 町有林の整備を実施。 

産業建

設課 

●森林整備事業 
地域住民・ボランティアと協働で森林

を保全する。 

実施 
 桜井地区森づくり委員会の活動支
援（竹林整備などを定期的に実施）

産業建

設課 
③森林の保

全と活用 

●森林ボランティアの育成（島本フ

ォレストサポーター） 
里山づくりや里山の景観を守るため

森林ボランティアを育成する。 

実施 

 H18 から、フォレストサポーター養成
講座を開催。（里山保全の担い手と

なる森林ボランティアを養成） 

 H18 は 12人、H19は 6人、H21は
11人が修了（H20 は未実施） 

産業建

設課 

●森林保全協定の締結 
民有林を保全するため、所有者の理

解を得て、売買に一定の制限を課す

森林保全協定を締結する。重点的な

保全区域はモデル地区に指定する。 

一部実施

 H16、島本町森林等の保全及び活
用に関する条例を制定（保全協定

の締結、モデル地区の指定など） 

 協定の締結などはできていない。 

産業建

設課 ④森林保全

制度の検

討 
●森林保全整備基金の積立 
森林保全の実施に用いるためのの

ための基金を積み立てる。 
実施 

 基金を創設し、H16～18 年度に、
計 8000 万円の基金の積み立てを

実施。 

産業建

設課 

⑤緑化の 

推進 

●緑化推進事業 
一定規模の開発等について、緑化

の指導を行う。 
実施 

 H18 から、「建築物の敷地等におけ
る緑化を促進する制度」を開始。 

 一定規模以上の建築・開発等の際
に緑化を指導している。 

産業建

設課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第１節 自然環境の保全・活用 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 1節（P6）に対応 

 

＜主な課題＞ 

 財政難等により、河川改修、水の文化園構想が進んでいない。 

 森林保全制度（保全協定の締結、モデル地区の指定など）の実施。森林保全整備基金の活用。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第２節 住環境の整備 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 2節（P7）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

（１）総合的な住宅政策の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①高齢者な

ど へ の 対

応 

【5 章 6節 2（1）②と同内容】 

●年長者住宅改造助成事業 
高齢者が居住する住宅の改造

（バリアフリー化）費用を補助する。 

実施 

 段差解消、浴室改修などの住宅改造
費用を助成。（Ｈ17＝7 件、Ｈ18＝9

件、Ｈ19＝2件、H20＝4件） 

 府補助廃止のため、H20 年度末で廃
止。介護保険による住宅改修制度は継

続。 

高齢福

祉課 

●島本町住宅マスタープランの推

進 

住宅マスタープランに基づき、各

種住宅施策を推進する。 

実施 

 町営住宅の建て替え（水無瀬川緑地公
園住宅）を行うとともに、旧町営住宅跡

地を売却し、戸建住宅開発を促進し

た。 

 住宅マスタープランは H20年度で終了

政策推

進課 ②良好な住

環境の促

進 
●住居表示の実施 
大字高浜地区の住居表示を実

施する。 
完了 

 H15 に大字高浜地域の住居表示を実
施。 

産業建

設課 

 

（２）町営住宅などの整備 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●町営住宅の建替え（水無瀬川

緑地公園住宅） 
町営住宅の老朽化に対応するた

め、集約して集合住宅型の町営住

宅に建て替えを行う。 

完了 
 Ｈ15 に町営住宅の集約・建て替えを行
った。（水無瀬川緑地公園住宅・134

戸） 

産業建

設課 

①町営住宅

の建替え 
●町営住宅ストック総合活用計

画策定事業（御茶屋住宅） 
御茶屋住宅について、今後の方

向性を定める計画を策定する。 

検討中  検討中 産業建

設課 

②現町営住

宅の跡地

利用 

●旧町営住宅跡地の売却 
旧鈴谷・滝谷・岸ノ下・半坂住宅

跡地を民間事業者に売却する。ま

た、旧鶴ケ池住宅跡地の利用方法

を検討する。 

実施 

 H18、事業コンペにより鈴谷・滝谷・岸ノ
下・半坂住宅跡地を民間事業者に売

却（売却額：27億5,069万2,000円）。

跡地には戸建住宅約150戸を建設。 

 鶴ケ池住宅跡地は、暫定的にふれあい
センター、公用車、職員用駐車場として

活用している。 

政策推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 今後は、住宅のバリアフリー化だけでなく、耐震化支援も進めていく必要がある。（⇒耐震診断・耐震化費

用の補助制度を実施中） 

 町営御茶屋住宅は建設後30年を経過し、耐震診断等を含め今後の方向性を検討する必要がある。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第３節 景観形成 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 3節（P8）に対応 

 

＜施策の実施状況＞ 

（１）自然景観の形成 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①自然的景観

の保全と活

用 

●自然景観の保全と活用 
「島本町緑の基本計画」に基づ

き、山間部や河川空間の保全と活

用を図り、整備を進める。 

一部実施

 水無瀬川の河川空間整備は一部し
か実施されていない。 

 淀川の河川空間整備は、淀川河川
公園により一定整備されている。 

 山間部は、保安林・保全地域などに
より保全を図っている。 

産業建

設課 

②住民・企業 

など民間団

体の啓発 

●景観パネル展の開催 
団体や事業所等の協力のもと、

景観に関するパネル展を開催す

る。 

検討中  実施できていない 政策推

進課 

 

（２）都市景観の形成 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①景観形成の 

指針づくり 

●景観形成基本計画の策定 
魅力ある景観を創造するため、

景観形成基本計画を策定する。 
検討中

 策定できていない。 
 大阪府景観形成誘導推進協議会
の担当者会議に参加するなど、連

携と情報収集を行っている。 

政策推

進課 

【6 章 5節④と同内容】 

●町立歴史文化資料館（麗天

館）の管理・運営 
旧麗天館の保存と活用を図る。 

実施 

 麗天館の屋根瓦や漆喰壁等の整備
工事を行い、H20 年 4 月に正式開

館。資料展示を行い、施設の保全と

活用を図っている。 

生涯学

習課 

②歴史的建築

物などの保

全 

【6 章 5節③と同内容】 

●指定文化財の管理 
国指定重要文化財等の適正な

管理を行う。（水無瀬神宮・桜井駅

跡） 

実施 

 水無瀬神宮客殿等の防災設備の
保守点検を実施。 

 H19～20、桜井駅跡の整備を実
施。 

 H20 年 7 月、大阪府から同史跡の
無償譲渡を受ける。 

生涯学

習課 

③公共施設な

どの景観整

備の推進 

●景観デザインの指標の設定 
景観形成基本計画を策定する中

で、公共施設など大規模建築物が

周辺の景観と調和するよう、色彩等

についての指標を設定する。 

検討中  設定できていない。 政策推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 景観形成に関する指針づくり 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第4 節 環境保全と廃棄物処理 

大分類 １  環境保全 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 4節-1（P9）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

（１）環境対策の充実 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①「環境基本

計画」の策

定 

●環境基本計画の策定 
環境に配慮した行政を推進す

るため「島本町環境基本計画」を

策定する。 

一部実施 

 準備段階として、Ｈ19に「環境まちづく
りセミナー」を実施。Ｈ20に「住民地域

環境調査」を実施した。 

環境課

②ＩＳＯ１４００１

の認証取得 

●ＩＳＯ１４００１の認証取得 
役場庁舎の環境マネジメントシ

ステムを推進するとともに、他の公

共施設においてもシステムを導入

する。 

実施 

 H16、役場庁舎の認証を取得。 
 Ｈ20、ふれあいセンター、清掃工場、
上下水道部庁舎、消防本部庁舎の

認証を取得。 

政策推

進課 

③地球温暖化

防止対策の

推進 

●第二期島本町地球温暖化

対策実行計画の策定 
Ｈ13 に策定した第一期計画が

H18 で終了するため、第二期計

画を策定し、温暖化防止対策を

進める。 

完了  H18、第二期実行計画を策定した。 環境課

●公害防止対策事業 
事業所から排出される化学物

質等の調査や本町の水質汚濁等

の状況を把握し、水質汚濁の防

止を図る。 

実施  継続して調査・分析を実施している。 環境課

④環境監視体

制の充実 

●名神大気環境測定局の運営 

名神大気測定局などからの大

気汚染物質の観測を実施する。 
実施 

 大気測定局を毎月 4 回維持管理し、
観測を実施している。 

環境課

（２）環境教育の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●自然とのふれあい事業 
水無瀬川ウオッチングやホタル

鑑賞を通じ、自然を実感できる場

の提供に努める。 

実施 

 毎年「水無瀬川ウオッチング」を実施
（⇒H20 実績：参加者 403 人。水生

生物の観察・魚のつかみどり） 

 第三小学校希望の小川、水無瀬川
等でホタルの放流を実施 

環境課

●ごみ減量化促進事業 
廃棄物減量等推進員を委嘱

し、ごみ減量や適正な処理などへ

の協力や住民の自主活動を推進

する。 

実施 
 廃棄物減量等推進員を委嘱。研修
会を開催し啓発を行っている。 

環境課
①環境教育の

推進 

●ごみ・ごみ・ごみを知ろう事

業 
身近なごみを通じて循環型社

会の実現に向けた事業を推進す

る。 

実施 
 広報紙での連載シリーズにより、ごみ
の分別などの周知を行った。 

環境課

②環境学習団

体への支援 

●環境に関する情報の提供 
環境に関する情報を広報紙や

ホームページなどで提供する。 
実施 

 環境イベントの情報提供や啓発活動
を広報紙やホームページなどで提供

している。 

環境課
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第4 節 環境保全と廃棄物処理 

大分類 １  環境保全 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 4節-1（P9）に対応 

 

③環境意識の

普及促進 

●環境に関する意識の啓発 
地球環境問題などの環境意識

の普及・啓発に努める。 
実施 

 H18 から、「環境家計簿」を作成・配
布（簡単なエコチェック表で、家庭で

の省資源の取組みを支援） 

 H20 から、役場等で「みどりのカーテ
ン」の取組みを実施。（ツル性植物に

よる自然のカーテンで室温を下げ、エ

ネルギー消費の削減を図る） 

 廃棄物減量等推進員による地域での
啓発活動を実施している。 

環境課

●不法投棄ごみ防止パトロー

ル事業 
町内全域の不法投棄パトロー

ルを実施し、不法投棄防止に努

める。 

実施 

 不法投棄ごみ防止パトロールにより、
発見した投棄物の速やかな回収処理

を行っている。 

 H20 実績：118 回実施、ごみ 378 件
を回収 

環境課

④不法投棄の

防止 

●監視カメラの設置 
不法投棄の多い場所に監視カ

メラを設置し、防止に努める。 
検討中  検討中。 環境課 

 

＜主な課題＞ 

 「景観基本計画」の策定 

 ＩＳＯ14001 認証による蓄積を生かし、環境マネジメントシステムの自主的取組みへの移行をめざす。 

 名神大気測定局は、H10 に道路公団から移管され実施してきたが、今後、事業の継続や、機器老朽化に

伴う更新の検討が必要。 

 廃棄物減量等推進員は交代サイクルが短く、活動の定着が課題。自治会での具体的な減量活動の構築が

必要。各地域で実施する集団回収の推進に取り組む。 

 パトロール時間帯以外で不法投棄が発生している。今後、啓発看板、フェンス、監視カメラ等の設置の検討

が必要。
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第4 節 環境保全と廃棄物処理 

大分類 ２  ごみ処理 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 4節-2（P10）に対応 

 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●リサイクルセンター建設 
プラスチック製容器包装等、プラスチ

ック系廃棄物の資源化を行うため、リサ

イクルセンター施設を建設する。 

検討中  検討中 環境課

●廃プラスチックの資源化 
リサイクルセンター稼動開始に伴

い、新たに分別収集項目を見直し、廃

プラスチックを分別収集し、資源化す

る。 

一部実施

 ペットボトルの分別回収は既に実施済
み。その他プラスチックの分別回収に

ついては、施設整備が前提となる。 

環境課

【2 章 8節③と同内容】 

●リサイクルの推進 
分別収集の徹底と粗大ごみの資源

化をより一層推進する。 

実施 
 資源系ごみについては分別回収を実
施している。 

環境課

①ごみの減

量化と資

源化の推

進 

●廃棄物処理基本計画の見直し 
H７に策定した「島本町廃棄物処理

基本計画」の見直しを行う。 
実施  5年ごとに見直しを行っている。 環境課

●町内一斉清掃の実施 
生活環境美化推進連絡会を中心

に、年２回町内一斉清掃を行う。 
実施  年2回実施している。 環境課

② 環境美

化意識の

高揚 
●美化推進地区モデル事業 
モデル地区を指定し、花などの配布

を行い、美化推進の啓発に努める。 
検討中

 緑と花いっぱいの会を通じ、役場前、
阪急水無瀬駅前などの美化・緑化活

動を行っているが、モデル地区の指

定は行っていない。 

環境課

③ 広域行

政の検討 

●ごみ処理広域計画推進事業 
ごみ処理広域化北大阪ブロック会議

に参加し、ごみ処理手数料等広域的

課題を連携して検討しつつ、処理全体

の広域化をめざす。 

検討中
 清掃工場の老朽化に対応し、維持・
補修を実施しながら、今後のごみ処

理についての検討を行っている。 

環境課

 

＜主な課題＞ 

 広域的なごみ処理の検討 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第4 節 環境保全と廃棄物処理 

大分類 ３  し尿処理 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 4節-3（P11）に対応 

 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課 

①し尿の適正

処理の推進 

●し尿処理の適正化の推進 
公共下水道未整備地区にお

けるし尿処理の適正化を推進

する。 

実施 
 生し尿、浄化槽汚泥の処理について
は、衛生化学処理場において適正に処

理している。 

環境課 

②生活排水対

策の推進 

●生活排水対策の推進 
し尿中間処理施設の整備を

推進する。 
検討中

 高槻市にある本町の衛生化学処理場
は老朽化が激しく、また、地元自治会か

ら立退きの要望を受けている。 

 下水道の供用開始区域内の未接続分
を接続促進させるための条例改正を

H19年 3月に実施。 

環境課 

●浄化槽の適正な維持管理
浄化槽設置者に対して適正

な維持管理を徹底するため、広

報紙・町ホームページにより啓

発を行い、水質環境の保全に

努める。 

実施 
 広報紙により、適正な維持管理の啓発
を行っている。 

環境課 

③浄化槽の適

正化 ●合併処理浄化槽設置費用

補助事業 
公共下水道整備が当分見込

まれない地域に対して合併処

理浄化槽設置費用補助金を交

付する。 

実施 
 合併浄化槽へ切り替える世帯に補助金
を交付している。 

環境課 

 

＜主な課題＞ 

 広域的なし尿処理の検討 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第５節 災害に強いまちづくり 

大分類 １  防災対策の推進 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 5節-1（P12）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●地域防災計画の見直し 
法律改正等変更内容を地域防

災計画に反映する。 
実施 

 H18 に地域防災計画を改訂。 
 H21 に見直しを実施する。 

自治・防

災課 

●防災無線のデジタル化 
市町村防災無線をデジタル方式

に変更する。 
検討中

 現在使用している防災行政無線機器
が老朽化しているため、予算措置が行

われ次第着手する方向である。 

自治・防

災課 

●自主防災組織の充実 
自主防災会の設立支援と資機材

等の補助を行う。 
実施 

 設立支援と資機材補助を実施。 
 実績：自主防災組織数13、加入世帯
数4,549人（H21年 3月末時点） 

自治・防

災課 

●島本町国民保護計画の作成 
武力攻撃等から住民等の生命・

身体及び財産を保護するため、国

民保護計画を策定する。 

完了 
 H19年3月に島本町国民保護計画を
策定。 

自治・防

災課 

●地震ハザードマップ・洪水ハザ

ードマップの作成 
地震・洪水ハザードマップを作成

する。 

完了 
 H21 年 3 月に「防災マップ」を作成、
全戸配布した。（地震、洪水・土砂災

害、避難所などの情報を掲載） 

自治・防

災課 

①防災対策の

推進 

●おおさか防災ネットの活用 
気象・地震やライフライン情報、

災害発生時の被害・避難情報など

幅広い防災情報を提供する。 

実施 
 大阪府及び府内市町村の負担により
「おおさか防災ネット」システムを構

築、Ｈ19から運用開始。 

自治・防

災課 

●庁舎の耐震化 
災害対策の指揮命令の中枢とな

る庁舎の耐震補強を行う。 

一部実施

 H20 年 2 月に島本町公共施設耐震
化基本計画を策定。今後、計画に基

づき耐震化を進める。 

総務課

②耐震化の 

推進 
●既存民間建築物耐震診断補

助 
民間建築物の耐震診断費用の

一部を補助する。 

実施 

 耐震診断費用の補助を実施。S56 年
5 月 31 日以前に建築確認を受けた

住宅、または病院などの特定建築物

が対象。 

 H21 年度から、木造住宅の耐震改修
補助も開始している。 

産業建

設課 

③生活基盤整

備の推進 

●緊急避難場所の確保 
災害時の緊急避難場所の確保

や整備を行う。 
実施 

 H18に緑地公園住宅集会所、桜井台
自治会集会所を避難所に追加。 

自治・防

災課 

 

＜主な課題＞ 

 防災行政無線が老朽化しており、更新（デジタル無線化）が必要。 

 自主防災組織の未組織地区への働きかけと支援（住民への周知・啓発） 

 国民保護計画・避難誘導マニュアルの策定（H21 に策定予定） 

 計画に基づき、庁舎など町施設の耐震診断、耐震改修・補強工事を順次行っていく必要がある。 

 耐震化された避難所が不足している。
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第５節 災害に強いまちづくり 

大分類 ２  治山 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 5節-2（P14）に対応 

 

＜施策の実施状況＞ 
（１）土砂災害の防止対策の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①土砂災害情

報相互通報

システムの

整備 

●土砂災害情報相互通報シス

テム整備事業 
土砂災害から人命を守るため、

住民と相互通報できるシステムを整

備する。 

完了 

 H14～H18で土砂災害情報相互通報
システムを整備。住民がホームペー

ジ等から土砂災害情報を入手できる

ようになった。 

産業建

設課 

②急傾斜地崩

壊対策事業

の推進 

●急傾斜地崩壊対策事業 
大阪府が急傾斜地崩壊、土石

流、地すべり土砂災害区域の対象

箇所を調査して地権者に説明す

る。 

実施  大阪府において実施している。 産業建

設課 

③土砂災害危

険箇所パトロ

ールの実施 

●土砂災害危険箇所パトロール
大阪府と合同で危険箇所のパト

ロールを実施する。 
実施 

 毎年 6 月の土砂災害防止月間にパト
ロールを実施している。 

産業建

設課 

 

（２）治山対策の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①保安林の 

指定 

●保安林指定の推進 
山地崩壊防止のため、保安林指

定の拡大を検討する。 
検討中

 H14に大沢地区の147haが水源かん
養保安林に指定。以降、新たな指定

は行われていない。 

 町内の保安林は約331ha 

産業建

設課 

 

＜主な課題＞ 

 土砂災害情報相互通報システムの構築後は維持管理を行っているが、回線使用料や保守点検費用など

の負担が生じている。将来的に機器を更新する必要が生じるが、高額な費用が予想される。 

 町域内にある急傾斜地崩壊区域について、災害時の連絡体制の整備を図る必要がある。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第５節 災害に強いまちづくり 

大分類 3  治水 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 5節-2（P14）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①水無瀬川の

総合的な整

備の推進 

【2 章 1節②と同内容】 

●水無瀬川河川改修整備事業
水無瀬川改修に伴い､府に多自然工

法を取り入れた改修を要請する。 

一部実施

 大阪府の財政難などにより事業は進
んでいない。今後も府への要請を継

続する。 

産業建

設課 

●その他河川・水路の改修 
その他の水路・河川の整備・改

修を行う。 
実施 

 清水川護岸河床（大沢）の改修、井
出奥水路（尺代）の改修を完了した。 

産業建

設課 
②その他の河

川・水路の

整備 
●町内河川水路改修計画事業
高槻島本雨水幹線の完成予定

にあわせ、水路改修計画を策定す

る。 

検討中  検討中 産業建

設課 

③治水対策の

推進 

●洪水ハザードマップの作成 
洪水による町内の浸水想定を明

示する洪水ハザードマップを作成

し、配布する。 

実施 

 H14 に洪水ハザードマップを作成 
 H21年3月に地震ハザードマップの新
規作成に併せて、洪水ハザードマップ

の見直しを行った。 

自治・防

災課 

 

＜主な課題＞ 

 高槻島本雨水幹線（H22供用開始予定）への接続に向け、水路改修計画の検討を進める。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第６節 消防・救急・救助 

大分類 １  消防体制の充実 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 6節-1（P15）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●防火管理者資格講習会の実施 実施  3年に 1回実施している。 消防本部

●消防団員研修の実施 実施 
 小型ポンプ操作・救助器具の習得、
規律訓練、普通救命講習などを実施

消防本部
①予防体制

の充実 ●住宅用火災警報器の普及啓発
住宅への設置義務が定められた

警報器の普及啓発を行う。 
実施 

 新築住宅は H18から義務化済み 
 既存住宅も、H23 年 5 月末までに設
置するよう啓発している。 

消防本部

●消防車両の更新 
老朽化した消防車両を更新する。 

一部実施

 尺代分団小型動力ポンプ積載車、機
動分団ポンプ車を更新。 

 他の車両については、更新計画を延
期し、修理等で対応している。 

消防本部

●通信指令システムの更新 
老朽化した機器を更新し、無線デ

ジタル化に対応したシステムを構築

する。 

検討中
 現行機器は、H16 の更新時期を延期
している。 

消防本部

●消防水利の維持管理 
消火栓の移設及び修理を行う。 

実施 
 消防水利の維持管理状況に応じて修
繕等を実施している。 

 H20実績：消火栓数397 
消防本部

●防火水槽の設置 
消防水利を充実させるため防火水

槽を設置する。 
実施 

 実施している。 
 H20実績：防火水槽数93 

消防本部

●ホース洗浄装置及びホースタワ

ーの改修 
ホース洗浄装置による作業の効率

化、ホースタワーについては老朽化

のため更新する。 

検討中  財源不足のため未実施。 消防本部

●消防庁舎耐震補強 
防災拠点となる消防庁舎の耐震化

等、庁舎改善を進めていく。 
検討中

 H20 年 2 月に島本町公共施設耐震
化基本計画を策定。今後、計画に基

づき耐震化を進める。 

消防本部

●東大寺分団車庫及び詰所建築

工事 
老朽化した東大寺分団車庫を新た

に車庫及び詰所として建設する。 

検討中  検討中。 消防本部

●消防団小型動力ポンプ更新 
老朽化した小型ポンプを更新。 

一部実施  尺代分団の小型ポンプを更新 消防本部

●消防団災害用資機材 
大規模地震災害時の消防団救助

活動のため、チェーンソー、エンジン

カッター、発電機などを整備する。 

実施  整備を行っている。 消防本部

②消防機材

の整備・充

実 

●消防団員夏制服等更新 完了  H20 に夏制服の更新を行った。 消防本部

＜主な課題＞ 

 消防団員の高齢化、定員の確保 

 住宅用火災警報器は、新築住宅の設置は把握できるが、既存住宅は設置報告義務がないため設置数の

把握が難しい。（⇒設置状況の把握に向けた取組みが必要） 

 消防車両、通信指令システムの更新、消防庁舎の耐震化（財政状況、広域化との整合が必要） 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第６節 消防・救急・救助 

大分類 ２  救急体制の充実 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 6節-2（P16）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●救急車の更新 
高規格救急車を導入することによ

り、高度救急救命機器の充実を図

る。 

実施 
 車両更新により、高規格救急車を 2
台導入済み。 

消防本部

●救急救命士の養成 
救急業務の高度化のため、救急救

命士を養成する。 
実施 

 計画どおりに養成を実施している。
（H20実績：救急救命士14人） 

消防本部

①高度救急

業務の充

実 

●救急救命士の研修（実習） 
救急救命士の知識、技術の向上を

図り、救命率の向上を目指す。 
実施 

 再教育病院実習、就業前病院実習、
気管挿管30症例病院実習を実施 

消防本部

②救急応急

処置 と 安

全教育の

推進 

●普通救命講習の実施 
住民に救命技術等を普及し、救命

率の向上を目指す。 
実施 

 ＡＥＤ使用法などを学ぶ普通救命講
習を、定期的に消防本部で開催して

いる。 

消防本部

③地域組織

の確立 

●自主防災組織訓練指導 
自主防災組織等に防災機材の活

用方法等訓練を重ね、災害時の自

主活動力を高める。 

実施  計画的に訓練を実施している。 消防本部

 

＜主な課題＞ 

 高規格救急車のうち 1台は H9年度導入で老朽化しており、更新が必要。 

 一部の救急救命士は高齢化してきており、年 1 名ペースの養成では、定年退職もあり人員が不足する。

（⇒資格取得者の採用なども含め、人員確保に向けた検討が必要） 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第７節 交通安全・防犯 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 7節（P17）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

（１）交通安全対策の推進 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①道路改良

の推進 

●歩道車道改良事業 
歩道整備の実施および車道の改

良を推進する。 

一部実施
 水無瀬山崎幹線の一部において改良
を実施。 

産業建

設課 

②交通安全

施設の拡

充 

●交通安全施設の整備 
道路反射鏡やガードレール及び

防護柵の設置を拡大する。 
実施 

 老朽化した交通安全施設の改修及び
新設箇所の設置を行った。 

産業建

設課 

③通学路の

整備 

●通学路総点検、通学路整備事業

小学校区ごとに関係機関と合同に

より改良・修理箇所の総点検を実施

する。総点検の結果により改良必要

箇所の改修を実施する。 

実施  点検と改修を実施している。 産業建

設課 

●不法駐車取締り対策 
警察と連携し、不法駐車取り締まり

を実施する。 
実施 

 駅周辺を中心に不法駐車の対策を警
察等と連携を図り実施。連絡があれ

ば撤去を行っている。 

産業建

設課 

④不法駐車

の取締り・

駐輪対策 
●駐輪対策 
阪急水無瀬駅・JR 島本駅前での

放置自転車撤去や自転車整理・不

法駐輪指導を行う。 

実施 

 自転車整理や指導を実施。（H20 実
績：自転車撤去5回・48台） 

 H20年3月、島本駅東自転車駐車場
（有料）を開設。 

 H20 年度、「島本町自転車等の放置
防止に関する条例」を施行（駅前周辺

等を放置禁止区域に指定）。水無瀬

鶴ケ池線高架下に撤去自転車保管

所を設置し、10 月から放置自転車等

の移動・保管料の徴収を開始。 

 H21年4月、水無瀬駅自転車駐車場
（有料）を開設。 

産業建

設課 

⑤交通安全

意識の普

及 

●交通安全教室事業、交通安全

運転者講習事業 
保育所、幼稚園、小・中学校、年

長者クラブなどで交通安全教室を実

施する。春・秋の全国交通安全週間

に講習会を実施する。 

実施 

 交通安全教室を開催。（H20 実績：
15回、参加者1,373人） 

 運転者安全講習会を開催。（H20 実
績：4回、参加者592人） 

産業建

設課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第７節 交通安全・防犯 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 7節（P17）に対応 

（２）防犯対策の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①関係機関

の組織の

強化 

●防犯委員会補助事業 
地域に根差した防犯活動を行っ

う町防犯委員会への補助を実施。 
実施 

 島本夏まつりのパトロール、歳末警戒パ
トロール、街頭啓発を実施。 

産業建

設課 

●メロディパトロール、安全ボラン

ティア 
下校時にメロディを流した車両が

パトロールを行う。また、ボランティ

アが登下校時の子どもの見守りを

行う。 

実施 

 H17年4月から、子ども安全メロディパト
ロールを実施。（下校時に、青色回転灯

を装備した公用車2台が「森のくまさん」

のメロディを流しながら巡回） 

 安全ボランティアが登下校時の見守り
を実施している。（登録数約70人） 

学校教

育課 ②教育の場

などにおけ

る防犯体

制の強化 ●しまもと安心メール 
携帯電話メールサービスを利用

し、不審者情報を携帯電話等にイ

ンターネットメールにより配信する。

実施 
 H18年 1月から実施。 
 H20 実績：登録件数1,110 件、不審者
情報等の配信件数2件 

自治・防

災課 

③防犯灯の

高照度化 

●防犯灯の修繕及び新設 
防犯灯の修繕及び新設を行う。

また、既存の防犯灯の高照度化を

図る。 

実施 

 各地区の防犯委員や住民からの連絡
に対応し、修繕等を実施している。 

 H20 実績：防犯灯設置数1,963 基、新
設 14件、修理 653件 

産業建

設課 

 

＜主な課題＞ 

 車道・歩道改良の本格実施には多額の事業費が必要。 

 安全ボランティアの拡充 

 防犯灯の高照度化は一部実施しているが、全体的な導入は今後の課題となる。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第8 節 消費生活 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 8節（P18）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●消費者啓発講座の開催 実施 
 毎年 3 日間の講座を実施している。

（H20実績：3回・参加者延41人） 

産業建

設課 
①消費者啓

発活動の

促進 

●消費者まつり＆島本ふれあい

マーケット 
5 月の消費者月間に啓発イベン

トを開催する。 

実施 
 5 月の消費者月間に消費者まつり・ふ
れあいマーケット（フリーマーケット）を実

施し、啓発グッズ等を配布している。 

産業建

設課 

②消費者相

談の充実 

●消費者相談の実施 
専門の消費者相談員を委嘱し、

消費者の相談に応じる。 
実施 

 当初週 1 回だったが、ニーズ増加を受
け、H18 に月 2 回増加、H20 から週 2

回体制、H21 年 8 月から週 3 回体制

に。 

 H21年12月から、相談場所を役場から
ふれあいセンターに変更。 

 H20実績：来所 75件・電話 36件 

産業建

設課 

③リサイクル

の促進 

【2 章 4節 2①と同内容】 

●リサイクルの推進 
分別収集の徹底と粗大ごみの資

源化をより一層推進する。 

実施 
 資源系ごみについては分別回収を実施
している。 

環境課

 

＜主な課題＞ 

 消費者啓発講座は、3日連続講座なので、全日程の参加が困難な参加者もいる。（⇒開催方法を工夫） 

 消費生活相談の機能強化 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 
章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第９節 農林業の振興 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 9節（P19）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●担い手育成事業 
ＪＡ高槻が実施する講習や各種

講演会などへの支援を行う。 
実施  JA高槻に対して補助を行っている。 産業建

設課 

①担い手の 

育成 ●地場産野菜の供給 
地場産野菜の生産促進と学校給

食への積極的な供給に努める。 
実施 

 大阪府による「大阪エコ農産物」や「認
定農業者」の認定への支援を行った。 

 地場産野菜の学校給食への活用の取
組みを行っている。 

産業建

設課 

●ファミリー農園の推進 
住民相互の交流を図るとともに、

野菜づくりに親しんでもらうため、フ

ァミリー農園の活用を推進する。 

実施 
 H20実績：12か所、508区画の農園を
あっせんした。 

産業建

設課 

●景観形成作物の委託（コスモ

ス・ヒマワリ・レンゲ・菜の花） 
景観形成の一環として、転作田

を利用し、コスモス・菜の花・れんげ

などの栽培を委託する。 

実施 
 菜の花摘み取り園、レンゲ畑、コスモ
ス・ヒマワリ園を開催 

産業建

設課 

●農林業祭への支援 
生産者と消費者間の理解を深め

るため、農林業祭の開催を支援す

る。 

実施 

 農林業祭実行委員会への補助を実
施。 

 毎年 11 月に開催。農産物の即売、展
示など。 

産業建

設課 

②多面的な

活用の推

進 

●農産物朝市の支援 
農業振興団体協議会による朝市

の開催を支援する。 
実施 

 朝市を週 3 回開催（毎週土曜日：役場
前駐車場、毎週月・木曜日：桜井三丁

目） 

産業建

設課 

③造林事業

への支援 

●造林事業補助 
森林所有者が森林の保全・整備

を行うにあたり支援する。 

一部実施
 造林事業への補助制度を設けているが
実績はない。 

産業建

設課 

④学習活動

の場として

の活用 

●農業体験学習の実施 
小学校・幼稚園で農業体験を実

施する。 
実施 

 小学校で米・野菜作りなどの農業体験
学習を実施している。 

 町立幼稚園でイモ掘り・タケノコ掘り体験
を実施している。 

教育推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 農林業従事者の高齢化、後継者不足 

 地産地消の取組み 

 有休農地の活用 

- 22 - 
 



＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第10 節 商工業・サービス業の振興 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 10 節（P20）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
（１）工業の振興 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①経営近代

化の促進 

●島本町中小企業融資事業 
中小企業の育成・支援のための

融資や信用保証料の補給を行う。 
実施 

 町内金融機関を窓口として、中小企業
に融資のあっせんを行っている。 

 H16～20実績：町融資1件、府融資7
件 

産業建

設課 

②商工会へ

の支援 

●商工会補助事業 
商工会へ補助を行い、町内商工

業の活性化を促進する。 
実施  商工会への補助を実施 産業建

設課 

 

（２）商業・サービス業の振興 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①商業活動

の活性化 

●地域通貨の発行支援 
商工会による地域通貨の発行に

係る費用の補助を行う。 
完了 

 H17 年度、商工会が地域通貨「ウォー
ター」を発行するにあたり、一部費用を

補助。 

産業建

設課 

②駅周辺の

整 備 と あ

わせた機

能更新 

●駐輪場・駐車場スペースの確

保 
駅前等に駐輪・駐車スペースを

確保する。 

一部実施

 駐輪場については、各駅周辺に駐輪場
が確保されている。 

 駐車場の確保は進んでいない。 

産業建

設課 

 

＜主な課題＞ 

 商店街の活性化など、商工業者と連携した取組み 

 駐輪場は一定確保できているが、駅前駐車スペースの確保は進んでいない。 

 商工業者などと連携した観光・賑わいづくりの取組み 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第２章 自然環境の保全と都市環境の整備 

節 第11 節 就労環境づくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

2章 11 節（P21）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
（１）勤労者福祉の充実 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①知識・技能

習得機会

の充実 

●職業能力開発の推進事業 
就労を希望する就職困難者が知

識・技術を習得する支援を行う。 
実施 

 パソコン講座を開催（H20実績：3コー
ス・受講者18人） 

 関係機関と連携を図り、就労希望者
の技術習得や能力開発に関する事業

の啓発及び情報提供に努めている。 

産業建

設課 

②スポーツ・

レクリエー

ション情報

の提供 

●勤労者福祉に関する情報の

提供 
勤労者の福祉の向上を図るた

め、大阪府の施設、また町内施設

の利用等について、情報提供に努

める。 

実施  パンフレットの設置等 産業建

設課 

③助成制度

の充実 

●勤労者福祉関連制度の啓発 
各種制度の活用の促進に努める

ため啓発を行う。 
実施  パンフレットの設置等 産業建

設課 

 

（２）雇用の安定と機会の拡充 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●「就労支援基本計画」の策定 
就労支援システム構築のための

基本計画を策定する。 
完了 

 H16年3月、地域就労支援事業基本
計画を策定。 

産業建

設課 
①就労支援

システムの

確立 
●就労支援事業の推進 
関係機関と連携を図り、雇用・就

労に繋がる事業を実施する。 
実施 

 計画に基づき、地域就労支援事業を
実施している。（就職困難者への相談

支援など） 

 H20実績：相談 51件、就労者10人

産業建

設課 

②関係団体

との連携 

●ハローワーク等との連携 
ハローワーク等関連機関との協

力のもと求職情報等の提供に努め

る。 

実施 
 三市一町合同就職フェアを開催。
（H20 実績：参加企業 28 社・参加者

174人） 

産業建

設課 

③相談業務

の充実 

●労働相談事業 
勤労者のための労働相談会を開

催する。 
実施 

 年により1～2回の労働相談会を実施
している。 

産業建

設課 

④労働セミナ

ーの開催 

●三島地区合同労働セミナーの

実施 
勤労者のための法律・労働セミ

ナーを実施する。 

実施 
 三島地区の自治体と合同で、年 1 回
労働セミナーを開催。 

産業建

設課 

 

＜主な課題＞ 

 不況に伴う雇用情勢悪化への対応（雇用確保・就労支援に向けた取組みの強化）
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第３章 自律・創造・協働 

節 第１節 まちのイメージづくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

3章 2節（P24）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

【6 章 4節 1④と同内容】 

●町民スポーツ祭の開催 
住民の健康づくりとスポーツの普

及を図るため、住民主体の実行委員

会形式による町民スポーツ祭を実施

する。 

実施 
 毎年10月に開催 
 H20実績：参加者5,100人 

生涯学

習課 
①住民交流

事業の推

進 
【3 章 1節①と同内容】 

●文化祭事業 
住民参加による実行委員会を組織

し、町文化祭を実施する。 

実施 
 毎年11月に開催 
 H20 実績：2 日間・延参加者 18,000
人 

生涯学

習課 

②ボランティ

ア活動の

活性化 

【6 章 1節-2-(2)-①と同内容】 

●ボランティア情報センターの設置

町内の各種ボランティア活動を支

援する情報センターを設置する。 

一部実施
 H19 に準備委員会を発足。 
 開設に向け準備中 

生涯学

習課 

③ＮＰＯ組織

の活動支

援 

●ＮＰＯ組織の活動支援 
必要な情報提供などＮＰＯ法人の

活動の支援を行う。 
実施 

 ＮＰＯ担当者会議に参加するなど、連
携と情報収集を行っている。 

 町内のＮＰＯは7法人（Ｈ21年4月時
点） 

政策推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 町ボランティア情報センターの開設 

 ＮＰＯ組織との連携・協働 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第３章 自律・創造・協働 

節 第２節 住民参加・参画 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

3章 1節～2節（P23-24）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①住民参加

の機会の

拡充 

●公募委員の登用の推進 
公募委員選考委員会を設置

し、より公正で公平な公募委員の

選考を行う。 

実施 

 Ｈ17年10月に「島本町公募委員選考要
綱」を制定 

 Ｈ19年10月に「附属機関委員等の選任
基準」を見直し、基準をより明確に。 

人事課

●広報しまもとの発行 
広報紙を作成・発行し、町内全

戸配布する。 
実施 

 毎月2回（1日・15日）発行 
 1回の発行部数13,000部 
 町ホームページにもＰＤＦ版を掲載 

自治・防

災課 

●ホームページの充実 
ホームページの活用により迅速

な情報提供を行い、町情報を内

外に広く発信する。 

実施 

 H13 から町ホームページを運営 
 H21 年 3 月から、町ホームページにバナ
ー広告を導入。 

 Ｈ21年4月から、各課で情報更新ができ
るシステム（ＣＭＳ）を導入し、ホームペー

ジをリニューアルした。 

自治・防

災課 

【7 章 3節 2①と同内容】 

●しまもとプラザ（高槻ケーブ

ルネットワーク）の充実 
ケーブルテレビでの町広報番

組「しまもとプラザ」を制作、放映

する。 

実施 

 H11 から放映開始 
 放映時間15分、毎日4回放映 
 H21 から番組内容・編成をリニューアル。
更新頻度を月2回から 3回に。 

自治・防

災課 

●町勢要覧の発行 
町の概要を紹介する「町勢要

覧」を発行する。 
検討中  H21年度に作成予定。 自治・防

災課 

②広報・公聴

活動の充

実 

●「あなたの島本」の発行 
窓口サービスや制度の案内冊

子を発行する。 
実施 

 H18、Ｈ20 に改訂。 
 転入者を中心に配布している。 

自治・防

災課 

●要望・苦情等への対応 
要望・苦情等を受け付け、関係

部局と連絡調整を図りながら問題

解決に努め、回答する。 

実施 

 H19 に「私の声」様式の統一を行い、対
応マニュアルを作成した。投書箱は文

化・情報コーナー、教育委員会、民生

部、ふれあいセンター、人権文化センタ

ー、上下水道部に設置。 

自治・防

災課 

【7 章 1節②と同内容】 

●パブリックコメント制度の導入
計画策定などにあたり、住民の

意見を町政に反映させるため、意

見を募集し、提出された意見等を

考慮して、最終的な意思決定を

行う。 

完了 
 H18、パブリックコメント手続要綱を制定。
要綱に基づき意見公募を実施している 

自治・防

災課 

③説明責任

の徹底 

●予算・決算説明会の開催 
住民への予算・決算説明会を

開催し、町長や職員が予算・決算

の状況、町の主な施策などを説

明。住民との質疑応答も行う。 

実施 
 H18 から説明会「ことしの予算」「きょねん
の決算」を開催している。 

政策推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 広報紙の紙面サイズの変更（Ａ4化）、カラー化、発行回数の変更の検討 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第３章 自律・創造・協働 

節 第３節 住民交流・コミュニティづくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

3章 3節（P25）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●住民委員会活動補助事業 
町住民委員会、各地域住民委員

会活動への補助と活動支援を行う 
実施 

 町住民委員会、地域住民委員会へ
の補助を実施。 

 同委員会では、まちづくりに関する研
究や意見交換、町への提言等を行っ

ている。 

自治・防

災課 

●自治会運営補助事業、自治会

長連絡協議会運営補助事業 
自治会長連絡協議会、各単位自

治会への補助と活動支援を行う。 

実施 

 単位自治会、連絡協議会への補助を
実施。 

 自治会同士の交流を図るため、自治
会長連絡協議会意見交換会を実施 

 実績：自治会数 49、加入世帯数

8,668世帯（H21年 6月現在） 

自治・防

災課 

①住民組織

の活動支

援 

●第二コミュニティセンター管理事業

第二コミュニティセンター管理運営

委員会への補助を行う。 
実施 

 管理運営委員会により、講座、サーク
ル、ボランティア活動など地域の拠点

として運営されている。 

 H20実績：年間利用者数19,328人

自治・防

災課 

②住民交流

の促進 

●住民交流事業の企画・実施 
幅広い住民が参加できる事業を企

画・実施する。 
実施 

 町民スポーツ祭、文化祭、ＹＹワール
ドなど全町的なイベントを実施。 

生涯学

習課 

③コミュニテ

ィ活動の活

性化 

●コミュニティ活動の活性化 
広報媒体を通じて、各種事業を紹

介し、ボランティア活動等について、

積極的な情報提供と必要な支援を行

う。 

実施 
 広報紙・ホームページ等により周知を
図っている。 

自治・防

災課 

③地域リーダ

ーの養成 

●地域リーダーの養成 
広報媒体を通じて、各種事業を紹

介し、ボランティア活動等について、

積極的な情報提供と必要な支援を行

う。 

一部実施

 自主防災組織の支援、地域団体の活
動の後援、地域住民委員会活動を通

じて地域リーダーの育成支援に努め

ている。 

自治・防

災課 

 

＜主な課題＞ 

 役員の高齢化により、運営が困難になっている自治会もある。 

 未組織地区や、新しく開発されたマンション等における自治会の立ち上げ支援など 

 地域活動を担う人材の育成 

- 27 - 
 



＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第３章 自律・創造・協働 

節 第４節 国際交流 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

3章 4節（P26）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①国際交流

の促進 

●国際交流の推進 
町の特色ある文化を広め、海

外との交流を進める。 
実施 

 国際交流団体として、国際交流協会が英
会話教室、日本語教室、ホームスティ受入

れ、ニュースレターの発行、近隣在住外国

人との交流と支援を行っている。 

 H18 に英語教育特区の認定を受け、外国
語や外国の文化に対する関心を深め、国

際教育・国際交流の推進を図った。 

 中学校で中国・韓国などの修学旅行生との
交流会を実施している。 

 生涯学習事業（文化教室）として、韓国語
教室を開催。 

 外国人登録者 184 人・73 世帯（H21 年 4
月時点） 

政策推

進課 

ほか 

②外国語表

記の推進 

●公共施設表示板設置 
公共施設に外国語表示板を

設置する。 
完了 

 H15 に役場庁舎・ふれあいセンターなど町
施設の案内板に英語、中国語、韓国語の

3 ヶ国語表記を追加。 

人権推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 外国人への情報提供の充実（ホームページ・パンフレットなど） 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第４章 まちの基盤整備 

節 第１節 土地利用 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 1節（P28）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①市街化区域

及び市街化

調整区域の

区分の変更 

●区域区分の見直し（桜井・

高浜地区の一部） 
人口推移及び市街化の動向

を勘案して、区域区分の変更を

行う。 

実施 
 H17年9月に桜井・高浜地区の一部を市
街化調整区域から市街化区域へ編入。 

政策推

進課 

②用途地域の

見直しの検

討 

●用途地域の見直し（桜井・

高浜地区の一部、府道桜

井駅跡線沿道） 
計画的な土地利用と良好な

市街地の形成を図るため、用途

地域の変更を行う。 

実施 

 H17年9月に桜井・高浜地区の一部を市
街化区域に編入し、用途地域を設定。 

 H20 年 3 月に JR 島本駅前広場及び府
道桜井駅跡線沿道の用途地域を変更。 

政策推

進課 

③地籍調査の

推進 

●地籍調査の実施 
土地トラブルを予防し、円滑

な土地利用を図るため、土地所

有者、地番・地目を調査し、境

界・土地の面積に関する測量を

行う。 

一部実施

 H15に市街地3.9平方キロで概況調査を
実施。 

 H16 に旧鈴谷・滝谷住宅跡地付近 0.03
平方キロで市街地緊急整備調査を実

施。 

政策推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 都市計画マスタープランの見直し（H21-22 に実施） 

 今後のまちづくりを踏まえた区域区分、用途地域の見直しの検討 

 地籍調査を全町的に進めるには、予算・人員の課題がある。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第４章 まちの基盤整備 

節 第２節 交通体系 

大分類 １  総合的な交通政策 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 2節-1（P29）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①ＪＲ新駅設

置の推進 

●ＪＲ島本駅設置事業 
ＪＲ島本駅の設置および駅前広

場・自由通路・西側道路・自転車

駐車場などの整備を行う。 

完了 

 H20 年 3 月にＪＲ島本駅開業。駅前広
場、自由通路、自転車駐車場などの整

備完了。 

 H21 年 3 月に駅西側の町道桜井 50 号
線が全線開通。 

産業建

設課 

②バス路線

の拡充 

●バス停留所増設事業 
ＪＲ島本駅の開業に向けて、新

たな路線の増設を要請する。 
完了 

 H16年 2月に桜井口停留所を新設。 
 JR島本駅の開業に伴い、H20年3月にＪ
Ｒ島本停留所が新設され、若山台センタ

ー、阪急水無瀬及び新水無瀬橋への路

線が運行されている。 

産業建

設課 

 

＜主な課題＞ 

 駅前の駐車スペースの確保 

 町内でのコミュニティバス運行の要望もあり、ふれあいセンター巡回バスの利用対象者見直しも踏まえて

検討が必要。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第４章 まちの基盤整備 

節 第２節 交通体系 

大分類 ２  道路の整備 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 2節-2（P30）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

（１）広域幹線道路の整備 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①国道１７１

号の改良 

●国道171号の改良事業 
歩道拡幅、段差解消や右折レ

ーンの設置ならびに高浜西交差

点信号の設置を要請する。 

一部実施
 高浜西に信号を設置。 
 江川地区の歩道（淀川側）を一部拡幅。 

産業建

設課 

②府道の拡

幅整備 

●府道の拡幅整備事業 
府道西京高槻線及び府道高槻

柳谷島本線の拡幅整備を行う。 

一部実施

 H19、府道西京高槻線の歴史文化資料
館横から桜井踏切付近までの区間の整

備を実施（拡幅・カラー舗装）。 

産業建

設課 

（２）都市計画道路の整備 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①都市計画

道路の見

直し 

●都市計画道路の見直し（桜井

駅跡線の追加、未着手路線

の見直し） 

大阪府都市計画道路見直し基

本指針に基づき、未着手路線の

見直しを検討する。また、ＪＲ島本

駅設置に伴い、桜井駅跡線を追

加する。 

完了 

 H15、ＪＲ島本駅の設置に合わせ、利便
性を確保するため、府道桜井駅跡線（駅

前広場を含む）の追加を検討し、計画決

定。 

 H17、未着手路線（島本中央線・清水木
半坂線・西野々小田線・天薬藤之木線）

見直し等のための評価検討を実施。（4

路線とも存続） 

政策推

進課 

②ＪＲ新駅設

置に伴う見

直し 

●府道桜井駅跡線拡幅事業 
ＪＲ島本駅設置事業にあわせ、

大阪府が事業主体となって府道

桜井駅跡線の拡幅整備を行う。 

完了 
 H20 年 3 月、島本駅開業に合わせて拡
幅整備が完了。 

産業建

設課 

（３）その他の道路整備 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①地域幹線

道路の整

備 

●地域幹線道路の整備 
桜井跨線橋、水無瀬山崎幹線

等の整備を行う。 

一部実施

 水無瀬山崎幹線の一部において改良を
実施。 

 桜井跨線橋についてはＪＲ橋梁部分を除
き、補修工事を実施済み。跨線橋整備の

調査は完了している。 

産業建

設課 

②生活道路

の整備 

●生活道路の整備 
安全性・利便性の確保のため、

生活道路の補修を行う。 
実施 

 道路パトロール等で発見された舗装の傷
みなどを補修している。 

産業建

設課 

③「島本水の

文化園構

想」に基づ

く整備 

●やまぶき渓谷ゾーンアクセス

道路整備事業 
尺代地区の緊急避難道路及び

生活道路として、アクセス路の整

備を進める。 

一部実施

 H19 に尺代緊急避難道の用地測量を実
施。 

 H21 から本格的な事業に着手。（H25 完
成予定） 

産業建

設課 

＜主な課題＞ 

 府道西京高槻線は狭あいな区間が多く、拡幅整備が望まれている。 

 水無瀬鶴ケ池線の桜井跨線橋は、工事箇所がＪＲ軌道敷の上空になることから、施工については営業近

接線工事となり、保安対策等の経費が必要になる。 

 生活道路の劣化が激しく、部分補修での対応が困難な場所も多い。歩道のバリアフリー化工事が必要。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第４章 まちの基盤整備 

節 第3 節 市街地の整備 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 3節（P31）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①ＪＲ新駅設

置に伴う市

街地の整

備 

●ＪＲ島本駅周辺市街地の整備
ＪＲ島本駅設置にあたり府道桜井

駅跡線沿道の用途地域を変更。商

業施設などの誘導を図る。 

実施 
 H20 年 3月に JR島本駅前広場及び
府道桜井駅跡線沿道の用途地域を

変更。 

政策推

進課 

②既成市街

地の整備 

●既成市街地の整備 
道路や公園、下水道等の都市基

盤整備に努める。 

一部実施

 H17 年 9 月に桜井・高浜地区の一部
を市街化調整区域から市街化区域

へ編入。 

 既成市街地で道路・公園・下水道な
どの都市基盤整備を引き続き進めて

いる。 

政策推

進課 

③商業系市

街地の整

備 

●商業系市街地の整備 
駅周辺等で住民生活にうるおい

を与える商業空間の確保に努め

る。 

一部実施

 ＪＲ島本駅設置に合わせ、阪急水無
瀬駅とＪＲ島本駅を結ぶ区域での商

業空間の確保を促進するため、H20

年 3 月に府道桜井駅跡線沿道の用

途地域を変更した。 

政策推

進課 

 

＜主な課題＞ 

 JR 島本駅周辺への商業機能の集積や、阪急水無瀬駅周辺の活性化など、両駅周辺の中心市街地の整

備 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第４章 まちの基盤整備 

節 第４節 公園の整備 

大分類 １  緑化の推進 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 4節（P32）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
（１）都市計画公園の緑化の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①東大寺公

園 な ど の

緑化の推

進 

●公園緑化の推進 
水の文化園事業の実施にあわ

せて公園の緑化を推進する。 
検討中

 大阪府の財政難などにより事業は進んで
いない。今後も府への要請を継続する。 

産業建

設課 

②防火機能

の強化 

●緑化による防災機能の推進
「緑の基本計画」に基づき、防

災機能を備えた緑化を推進する。

一部実施

 各公園は一定の緑化が行われているが、
防災を目的とした大規模な緑化整備は

実施していない。 

産業建

設課 

 

（２）その他公園の緑化の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●水無瀬川緑地公園ボランテ

ィア制度の活用 
「水無瀬川緑地公園運営協議

会」の設置による、管理運営を推

進する。 

一部実施

 「水無瀬川緑地公園運営協議会」を設
置。水無瀬川緑地公園の利用の向上等

について検討し、パトロールも行っている。

 アダプト制度など、地域住民などによる管
理の手法は導入できていない。 

産業建

設課 
①公園管理

ボランティ

ア制度の

検討 
●都市公園及び児童公園の

ボランティア制度の活用 
身近な公園を自治会等に日常

管理してもらえるようボランティア

制度の活用を検討する。 

検討中
 自治会で公園等の清掃を実施されてい
るが、ボランティア導入には至っていな

い。 

産業建

設課 

②啓発活動

の推進 

●公園管理・利用等に関する

啓発 
公園を利用してもらうための、

清掃促進を訴える看板の設置を

行う。 

実施 
 各公園に看板を設置し、啓発を行ってい
る。地域の自治会等による清掃活動が行

われている。 

産業建

設課 

 

＜主な課題＞ 

 地域住民による公園管理ボランティア制度（アダプト制度など）の導入 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第４章 まちの基盤整備 

節 第４節 公園の整備 

大分類 ２  公園・緑地の整備充実 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 4節（P32）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
（１）都市計画公園の整備 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①東大寺公

園の整備 

●水の文化園ふれあい交流ゾーン

整備事業 
水無瀬川河川改修にあわせて、東

大寺公園の整備を推進する。 

検討中
 大阪府の財政難により水無瀬川改
修は進んでおらず、東大寺公園も一

部未整備のままである。 

産業建

設課 

②公園のリニ

ューアル化

の推進 

●公園リニューアル計画の策定 
公園の現状を踏まえ、住民ニーズを

把握し、リニューアル計画を策定する。

一部実施  H21、安全柵設置などを実施。 産業建

設課 

③水無瀬川

緑地公園

の整備 

●水無瀬川緑地公園の整備 
水無瀬川緑地公園を整備する。 

完了 
 H15 に開設。 
 H17、パーゴラや防球ネット、フェン
スなどを設置。 

産業建

設課 

 

（２）淀川河川公園の整備・充実 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①整備の 

促進 

●スーパー堤防事業の推進 
淀川沿川に隣接する地域のスーパ

ー堤防化を国土交通省に要請する。 

一部実施
 江川地区の一部でスーパー堤防が
整備されている。 

産業建

設課 

②緑地の 

保全 

●淀川河川管理計画の促進 
淀川河川管理計画に基づき、緑地

保全の推進を国に要請する。 
検討中  引き続き国への要請を実施。 産業建

設課 

③スーパー

堤防の整

備に伴う緑

地の保全 

●スーパー堤防緑地整備保全事業 

整備済み緑地部分の保全を促進す

る。 

一部実施
 江川地区の一部で、スーパー堤防
の整備及び緑化が実施されている。

産業建

設課 

 

（３）その他の公園の整備・充実 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①遊戯施設

の更新及

び補修 

●管理公園遊具等補修事業 
点検による更新、補修を実施する。 

実施 

 町内を 6地域に分けて月 1回 1地
域の道路・公園パトロールを行い、

遊具の点検を実施。その結果等を

踏まえ、必要な公園遊具等の補修

を行っている。 

産業建

設課 

②みどりのネ

ットワーク

の整備 

●水の文化園ネットワーク事業 
水無瀬川緑地公園とその他の公園

とのネットワーク化を図るための整備を

推進する。 

検討中  検討中 産業建

設課 

 

＜主な課題＞ 

 東大寺公園の整備 

 児童公園のリニューアル化 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第４章 まちの基盤整備 

節 第５節 上下水道の整備 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 5節（P33）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
（１）上水道の整備 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●深井戸掘替え 
安定供給に努めるため、老朽化した

深井戸の掘替え（天薬）を実施する。 
完了 

 H18に天薬井戸の掘替えを実施。
時間当たり60立方メートルの揚水

量を確保することができた。 

上下水

道部 

① 複数水

源の確保 
●府営水道の受水 
複数の水源確保に努めるため、府営

水道から高度浄水処理水の受水を実施

する。 

実施 
 日量約 1000 立方メートルを受水
し、水道水の安定供給を図ってい

る。 

上下水

道部 

② 尺代簡

易水道の

統合 

●尺代簡易水道の統合 
水道水の安定供給のため、尺代簡易

水道を上水道へ統合する。 
完了 

 H15 に統合を実施。尺代地区に
水道水を安定供給している。 

上下水

道部 

●急速ろ過池の設置 
浄水場全体（Ａ系統・Ｂ系統）の水道

施設の最終処理としての安全性を確保

するため、急速ろ過池を設置する。 

実施 
 H20 からろ過池更新工事に着手、
H23年 3月完成予定。 

上下水

道部 

●水質モニターの設置 
水質管理体制の充実・強化を図るた

め、各配水系統の末端部に水質モニタ

ーを設置する。 

完了 
 H18 に実施。上水道配水系統 3
か所、大沢特設水道 1 か所に設

置し、連続監視を行っている。 

上下水

道部 

●石綿セメント管敷設替 
耐久性のある管に敷設替えし、安定

供給を図る。 
実施  H17 から計画的に敷設替え中。 上下水

道部 

●老朽給水管敷設替 
鉛の水質基準変更に伴い、鉛給水管

の敷設替えを実施する。 
実施 

 平成20年度末で、約520か所の
敷設替えが完了。（残数約180か

所） 

上下水

道部 

●施設の耐震化 
安定供給のため、第１・２・３・４低区配

水池の耐震化を図る。 

一部実施

 第 1～4 低区配水池の耐震診断
を実施済み。 

 H21 に第 3 低区配水池の耐震化
補強工事を実施する。 

上下水

道部 

●国道１７１号横断管の布設 
高浜地区への安定供給を図るため、１

７１号横断管の布設を実施する。 
検討中

 占用位置について、大阪国道事
務所高槻維持出張所と協議を実

施中 

上下水

道部 

●大薮浄水場中央管理室の更新 
水道事業運営に必要な情報の一元化

を図るとともに、ネットワーク機能を有す

るシステムの構築が必要となることから、

大薮浄水場中央管理室の更新を実施す

る。 

検討中
 実施スケジュールを見直し、大薮
浄水場のろ過池更新事業を優先

した。 

上下水

道部 

③ 施設整

備と維持

管理 

●緊急遮断弁の設置 
災害時に供給する水道水を確保する

ため、配水池に緊急遮断弁を設置する。

実施 
 H20に第3・第4低区配水池用緊
急遮断弁を１か所設置。 

上下水

道部 

④経営の合

理化 

●健全経営の推進 
経常経費の節減を図り、水道事業の

健全経営に努める。 
実施 

 人件費、維持管理費の経費の節
減に努めている。 

 H20 から、浄水場の運転管理業務
及び開閉栓業務の民間委託を実

施。 

上下水

道部 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 
章 第４章 まちの基盤整備 

節 第５節 上下水道の整備 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 5節（P33）に対応 

 

（２）下水道の整備 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①流域及び公

共下水道の

整備 

●下水道建設事業 
公共用水域の水質保全を図る

ため、供用開始区域の拡大に向

け面的整備を実施する。 

また、水無瀬川右岸地区の浸

水防止のため、淀川右岸流域下

水道高槻島本雨水幹線の早期供

用開始を府に要請する。 

実施 

 公共下水道は、H14 年度末時点の
処理区域面積 247.3 ヘクタール、

普及率 85.6％から、H20 年度末時

点では処理区域面積 270.9 ヘクタ

ール、普及率 89.6％に増加してい

る。 

 高槻島本雨水幹線は H22 年中に
完成予定。 

上下水

道部 

②水洗化の 

推進 

●助成金制度事業 
水洗化を促進するため、助成

金制度を継続して実施する。 
実施 

 H15～20 実績：助成件数 250 件、
融資件数6件 

上下水

道部 

●山崎ポンプ場維持管理事業
水無瀬川左岸地区の雨水排水

及び汚水処理対策として設置し

た山崎雨水ポンプ場及び山崎汚

水中継ポンプ場の施設設備の維

持管理を実施する。 

実施 

 維持管理を実施 
 H21 に山崎ポンプ場の耐震診断と、
長寿命化計画の策定に向けた現場

調査を行う。 

上下水

道部 

●施設台帳の整備 
下水道施設の台帳を整備す

る。 

一部実施 
 H19 年度末整備分については、整
理ができている。 

上下水

道部 

●不明水調査 
汚水管渠への不明水浸入の状

況を確認する。 
実施 

 H19～H20 に流量調査を実施し、
H21 にテレビカメラ調査を行う。 

上下水

道部 

③施設設備の

維持管理 

●特定環境保全公共下水道

事業 
尺代地区の汚水処理対策とし

て設置した汚水中継マンホール

ポンプ場の施設設備の維持管理

を行う。 

実施  維持管理を実施 上下水

道部 

④健全な財政

運営 

●健全経営の推進 
事業推進のための財源確保に

努めるとともに、下水道使用料の

見直しを行う。 

一部実施 

 使用料収入の確保及び事務経費の
削減に努めている。 

 使用料見直しについては今後も検
討する。 

上下水

道部 

 

＜主な課題＞ 

 国道171号横断管（上水道）の敷設 

 浄水場中央管理室の更新 

 公共下水道の供用開始区域の拡大。高槻島本雨水幹線への接続。 

 山崎ポンプ場の長寿命化 

 下水道使用料の見直し 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第１節 健康づくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 1節（P36-37）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●住民の主体的な健康づくり

運動の推進 
地域の関係機関や団体・自主

グループのネットワーク化を図り、

住民の主体的な健康づくり活動を

支援する。 

実施 

 いきいき百歳体操や、健診後のフォロー
アップ教室（血液サラサラ教室等）を通

じて、自主グループの育成と支援を行っ

た。 

 島本町総合型スポーツクラブ等関係機
関と連携し、各種イベントを実施した。 

健康福

祉事業

室 
①住民参画

の健康づく

り運動 ●健康づくり意識調査の実施 
島本町の健康づくりの指針とな

る「健康しまもと２１」計画の策定に

あたる基礎資料とするため、健康

づくり意識調査を実施する。 

完了 
 H16 に実施。住民 1,100 人のほか、町
内の小学生6年生、中学生3年生を対

象に各学校で調査を実施。 

健康福

祉事業

室 

●「健康しまもと 21」の策定 
島本町の健康づくりの指針とな

る「健康しまもと２１」計画を策定

し、住民の健康づくりの取組みを

支援する。 

完了 
 H17 年 3 月に計画策定。（計画期間

H17～H22） 

健康福

祉事業

室 
②「（仮称）健

康しまもと

21」プラン

の策定 

●健康診査や事後指導等保

健事業の充実 
健康診査を受診しやすい体制

の整備を図るとともに健康診査に

ついての情報提供や事後指導の

充実を図る。 

実施 

 基本健康診査、生活習慣改善指導事
業、骨そしょう症検診、各種がん検診を

実施。 

 H20 から、特定健診・保健指導、30 歳
代健診を開始。 

健康福

祉事業

室 

 

＜主な課題＞ 

 「健康しまもと 21」の次期計画の検討 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第２節 医療 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 1～2節（P36-38）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課 

①医療体制

の整備 

●医療施設の整備・充実 
適切な医療が受けられるよう、

医療施設の整備・充実を図る。 
実施 

 高槻・島本夜間休日応急診療所、
障害者口腔保健センター、三島救

命救急センターの運営補助等を実

施。 

健康福祉

事業室 

●健康教育事業の推進 
健康に対する正しい知識の普

及や啓発を図るための情報発信

や学習会、各種イベントを開催す

る。 

実施 
 健康相談や健康教育を実施し、住
民に対して正しい健康知識の普及

啓発を行った。 

健康福祉

事業室 

●地域の医療資源の活用 
かかりつけ医師・歯科医師・薬

剤師等との連携のもと、地域の医

療資源を活用した健康情報の提

供を行う。 

実施 

 医師会、歯科医師会ホームページ
による医療機関情報などの提供。 

 医療機関マップの作成・配布（医師
会・歯科医師会）。 

 薬剤師会においても、独自に健康
情報の提供を実施している。 

健康福祉

事業室 
②健康づくり

の推進 

●特定健診・特定保健指導 
生活習慣病の予防に着目した

特定健診を実施するとともに、特

定保健指導により生活習慣の改

善を図る。 

実施 

 H19 にシステム導入、事業実施計
画を作成。制度の啓発を実施。 

 H20 から事業開始 
 H20 実績（受診者）：特定健診 899
人（受診率 18%）、特定保健指導

36人（実施率27.3%） 

住民課 

③保健・医療

の一体化

の推進 

●地域リハビリテーション推進

事業 
機能訓練事業を実施するととも

に、保健所等関係機関との広域

的連携によるリハビリテーションを

実施する。 

実施 

 H19 まで、町内 4 か所で機能訓練
事業（Ｂ型）を実施 

 現在は、介護予防事業「いきいき百
歳体操」等を通じて、保健所や地域

の医療機関と連携して実施してい

る。 

健康福祉

事業室 

④国民健康

保険事業

運営の健

全化 

●保険加入者への啓発活動、

国・府への要望 
疾病予防、また、医療の正しい

受け方等について、啓発活動の

充実を図る。制度の充実強化を

図るため、国・府に対して制度改

革等の要望を行う。 

実施 

 パンフレット等により被保険者への啓
発を実施。 

 国・府への要望も継続して行ってい
る 

住民課 

 

＜主な課題＞ 

 特定健診の受診率の向上 

 住民の健康を脅かす感染症、食中毒などへの対応 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第３節 地域福祉 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 2～3節（P38-39）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①地域福祉

計画の策

定 

●地域福祉計画の策定 
地域福祉計画を策定し、地域

における要支援者の生活課題と

それに対応する必要なサービス

の内容や量を明らかにし、相談す

る体制づくりに努める。 

実施 

 H16 年 3 月、第 1 期地域福祉計画を
策定。 

 H21年 3月、第2期地域福祉計画（計
画期間H21～25）を策定。 

福祉保

健課 

②生活環境

の改善活

動 

●地域福祉の環境整備 
コミュニティ・ソーシャル・ワーカ

ーの配置や地域福祉権利擁護事

業など、関係機関と連携しながら

地域福祉を推進する。 

実施 

 H18から、社会福祉協議会に委託し、コ
ミュニティ・ソーシャル・ワーカー（ＣＳ

Ｗ）を配置。（Ｈ20実績：相談69件、サ

ービス利用申請支援9件） 

 地域福祉権利擁護事業は、社会福祉
協議会に補助し、高齢者や障害者など

で判断能力に不安がある方の支援や手

続き代行などを行っている。 

福祉保

健課 

●福祉対策事業 
住民の生活支援を行うため、各

種助成制度、見舞金、福祉用具

貸出などを実施する。 

実施 

 水道料金助成（母子家庭・独居高齢者
など）、交通災害等見舞金、町規格葬

儀補助等の給付、車いす等の無料貸

出などを実施している。 

福祉保

健課 

③生活に必

要なサービ

スの提供 

●重度障害者・要援護高齢者

等の安否確認登録 
災害時の安否確認のため、自

力避難が困難と考えられる在宅

の要援護高齢者・重度障害者の

登録を行う。 

実施 

 H17 から登録制度を開始。 
 重度障害者・高齢者を事前に登録し、
災害時には民生委員が安否確認を実

施する。 

福祉保

健課 

④低所得者

福祉の充

実 

●生活保護事業 
生活の困窮の程度に応じ、必

要な保護を行い、最低限度の生

活を保障するとともに、自立を支

援する。 

実施 
 生活保護制度の適切な運用と、自立及
び就労の支援を行っている。 

福祉保

健課 

●福祉医療（各種医療助成制

度） 
障害者、年長者、乳幼児の保

護者、ひとり親家庭等に対し、医

療費の一部負担金を助成し経済

的負担の軽減を図る。 

実施 
 医療助成制度（乳幼児医療、障害者医
療、年長者医療、ひとり親家庭医療）を

実施している。 

福祉保

健課 

⑤福祉医療

の充実 
●自立支援医療（更生医療） 
障害者に対し、障害の程度を

軽くしたり、取り除いたり、あるい

は障害の進行を防ぐための医療

の給付を行う。 

実施 
 肢体不自由、内部障害（心臓・腎臓・小
腸機能）などの障害に対して医療給付

を行っている。 

福祉保

健課 

⑥関連施設

と の 広 域

的連携 

●関係機関との広域的連携 
保健・福祉施設及び医師会等

との連携を図る。 
実施 

 会議出席や担当者との連絡により、保
健・福祉施設、医師会等との連携を図

っている。 

福祉保

健課 

＜主な課題＞ 

 安否確認登録の登録者が少ない。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第４節 子育て支援 

大分類 １  環境づくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 4節-1（P40）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①子育て相

談の充実 

●相談窓口の充実 
町立保育所を子育て支援の核

として健康福祉事業室や地域子

育て支援センターなどと連携を図

り、相談体制を充実する。 

実施 

 町立保育所、地域子育て支援センターと
もに面接・電話子育て相談を実施してい

る。定期的に連絡会を持ち、情報交換等

を行っている。 

 H20実績：電話相談65件 

子ども支

援課 

●病後児保育 
保育所に通所している児童で

あって病気回復期にあるが集団

保育が困難な児童を施設で保育

する。 

検討中
 近隣自治体の状況を調査し、手法、設備
改修面の状況、設置場所、ニーズ、運営

経費など検討している。 

子ども支

援課 

●延長保育 
保護者の就労形態の多様化、

就労時間の拡大等に係る保育需

要に対応するため、保育時間の

延長を行う。 

実施 
 町立保育所は30分、山崎保育園は1時
間の延長保育を実施 

子ども支

援課 

②特別保育

事業の推

進 

●一時保育 
保育の実施の対象とならない

就学前児童を対象に、保護者の

急病や出張、育児疲れなどに対

応するため、保育所で一時的保

育を行う。 

実施  山崎保育園で一時保育を実施。 子ども支

援課 

●家庭児童相談員配置 
家庭児童相談員を役場に配置

し、児童虐待等への早期対応を

図る。 

実施 

 H17から相談員1名を役場に配置（平日
9 時～17 時 30 分）。児童虐待の相談・

通告への対応、関係機関との調整、予防

啓発などを行っている。 

 H20実績：相談 15件 

子ども支

援課 

③児童虐待

への対応 
●児童虐待防止ネットワークの

活用 
児童虐待の早期発見・対応を

図るため、関係機関によるネットワ

ークを構築し、連携強化に努め

る。 

実施 
 H18 から、関係機関による島本町要保護
児童対策地域協議会を設置。ケースの

検討や連携を行っている。 

子ども支

援課 

④少子化対

策の推進 

●少子化対策の計画的な推

進 
少子化社会対策基本法を踏ま

え、本町の実情に応じた施策の

推進に努める。 

実施 

 H17年 3月、島本町子育て支援プランを
策定。同プランに基づき、事業展開を図

っている。 

 町内保育所等に 3 人以上入所の世帯を
対象に、保育所入所の第 3 子以降の児

童の保育料を無料としている。 

 妊婦健康診査の公費助成を拡充（従来
1回⇒H19 に 3回⇒H20 に 14回） 

子ども支

援課 

ほか 

 

＜主な課題＞ 

 病後児保育の実施に向けた検討 

 延長保育の時間枠の拡大に向けた検討 

 「子育て支援プラン」の後期計画（H22-26）の策定 （現在作業中）
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第４節 子育て支援 

大分類 ２  施設の充実 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 4節-2（P41）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

① 保育所

施設の整

備 

●町内保育所の整備 
保育所運営のあり方を総合的

に検討し、整備を図る。 
検討中

 施設の老朽化や保育ニーズ等を勘案して
適宜改修等を行い、既存施設の有効活用

を図っている。 

 H18 年 12 月に「就学前の子どもの教育と
保育環境の整備について-基本方針-」を

策定。 

 第二保育所の民営化については、H20 年
度の実施は見送り。引き続き検討を進めて

いる。 

 H20 実績：保育所児童数 454 人（第二保
育所 140、第四保育所 164、山崎保育園

150） 

子ども支

援課 

【6 章 2節 2①と同内容】 

●余裕教室の学童保育室へ

の転用 
小学校の余裕教室を学童保育

室に活用することにより、学童保

育室の施設の整備・充実を図る。

実施 

 H20、第三学童保育室の第三小学校内余
裕教室への移転に係る工事を実施。 

 H20 実績：学童保育室の児童数 213 人
（一小 57、二小 71、三小 33、四小 52） 

学校教

育課 

② 余裕教

室の活用 
●学童保育室預かり保育の実

施 
子育て中の保護者の就労面の

支援をより充実させるため、午後5

時半の通常の学童保育時間終了

後、希望者に対して午後7時まで

の延長保育を行う。 

実施 
 H18年 4月から延長保育を実施。 
（希望者を対象に午後7時まで） 

学校教

育課 

 

＜主な課題＞ 

 町立第二保育所の民営化の推進 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第４節 子育て支援 

大分類 ３  ひとり親家庭の支援 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 4節-3（P42）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●ひとり親家庭の支援 
役場に母子自立支援員を配

置し、相談、福祉資金の貸付、

就労等による自立の促進等に

必要な援助を行う。 

実施 

 H17 年 3月、母子家庭等自立促進計画を
策定（計画期間H17～21）。H21に第2期

計画を策定する。 

 週 2 回（火・木）母子自立支援員を配置。
相談、貸付、教育訓練給付金の給付、日

常生活支援員の派遣など母子家庭世帯の

自立支援を実施している。（Ｈ20 実績：相

談 225件） 

福祉保

健課 
①相談体制

の整備・充

実 

●相談体制の充実 
子育て支援相談機関連絡会

の活用を図り、その支援に努め

る。 

実施 
 町立保育所を中心に、町内子育て支援相
談機関連絡会を定期的に開催。 

子ども支

援課 

●園庭開放 
地域子育て支援センター事

業の園庭開放の一環として、日

曜に当該事業を実施し、総合交

流を推進する。 

実施 

 山崎保育園地域子育て支援センターにお
いて、月１回日曜園庭開放を行っており、

平日に行われる子育て支援事業に参加で

きない保護者及びその児童の受入れが可

能となっている。 

 H20 実績：休日園庭開放利用者 359 人
（山崎保育園） 

子ども支

援課 

②地域子育

て支援セ

ンター事業

の充実 ●つどいの広場の開設 
子育て親子が気軽に集い、

打ち解けた雰囲気の中で語り合

い、相互に交流を図る「つどい

の広場」を開設する。 

完了 

 H20年5月につどいの広場「ぱんだのいえ」
を開設（山崎保育園が運営。週 5 日、1 日

5時間） 

 子育てに不安を持つ親子等に対し交流、
情報提供、支援の場を提供している。健康

相談、パパと遊ぼうなどニーズに応じた支

援事業を実施。 

 H20実績：年間利用者延べ6,492人 

子ども支

援課 

●保護者への保育所情報の

提供 
保護者への保育所情報等の

提供を行う。 

実施 

 広報紙での保育所情報の掲載の他、子育
て支援事業の案内冊子など様々な媒体を

用い、保育所に係る情報提供を行ってい

る。 

子ども支

援課 

③情報提供

の推進 
●子育て支援情報案内 
子育て支援事業に関する幅

広い情報提供や案内を行う。 
実施 

 子ども支援課、健康福祉事業室、地域子
育て支援センターに「子育てパンフレットス

タンド」を設置。 

 毎年 4 月に広報折り込みにより「子育て支
援事業年間日程表」を全戸配布。 

 サービス冊子「子育て支援事業のご案内」
を作成、配布。 

子ども支

援課 

 

＜主な課題＞ 

 母子相談の件数は増加しているが、自立支援事業の利用はそれほど多くない。（⇒制度の周知と母子家

庭等の支援の充実に努める） 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 
章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第５節 介護保険 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 5節-2（P44）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①介護保険

事業計画

（改定）の

策定 

●介護保険事業計画の策定 
介護保険事業を円滑に実施す

るため、事業計画を策定する。 
実施 

 H17に第3期事業計画を策定（計画期間
H18～20） 

 H21年3月に第4期事業計画を策定（計
画期間H21～23） 

高齢福

祉課 

②介護保険

事業運営

の健全化 

●介護保険事業の円滑な運

営 
介護保険事業の円滑な運営を

図るために、公正な要介護認定

や給付の適正化に取組む。 

実施 

 事業計画に基づき、介護認定、保険料
徴収、保険給付事業などを適切に実施し

ている。 

 H20 実績：被保険者 16,290 人、認定者
909 人、居宅介護サービス利用者 564

人、施設介護サービス利用者149人 

 H21 から H23 までの基準保険料を、月
4,250円から 3,960円に引き下げ 

高齢福

祉課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第６節 高齢者支援 

大分類 １  自立と参加の支援 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 5節-3（P45）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①生きがい対

策事業の実

施 

●年長者健康と生きがいづく

り推進事業 
高齢者を対象としたスポー

ツ・レクリエーション、講座などを

開催し、健康増進と生きがいづ

くりの推進を図る。 

実施 

 年長者クラブ連合会に委託して実施。年
年長者男性料理教室、ハイキング、グラ

ウンドゴルフ、カラオケ大会、健康づくり講

演会など。 

 Ｈ20実績：17回・参加者1,423人 

福祉保

健課 

②年長者クラ

ブ活動の推

進 

●年長者クラブ活動の推進 
年長者が健全で豊かな生活

が送れるよう、クラブ活動への支

援を通じて年長者の社会参加

を促進する。 

実施 
 年長者クラブ連合会、各単位クラブに補
助し、その活動を支援している。  

福祉保

健課 

③シルバー人

材センター

への支援 

●シルバー人材センターへの

支援 
高齢者の生きがい対策及び

就労支援を図るため、シルバー

人材センターの活動を支援す

る。 

実施 

 シルバー人材センター（社会福祉協議
会）への補助を実施。町内高齢者の就労

支援、生きがいづくりの促進を図ってい

る。 

福祉保

健課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第６節 高齢者支援 

大分類 2  在宅支援 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 5節-1・3（P43・45）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

（１）地域福祉の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●地域支援事業の推進 
介護予防事業を中心として、高

齢者ができるだけ地域生活を継

続できるよう体制整備を行うととも

に、必要な支援を行う。また、要

支援者のケアプラン作成等を担う

地域包括支援センターを町直営

で設置する。 

実施 

 H18、要支援者のケアプラン作成等を担
う「地域包括支援センター」を設置。 

 介護予防に役立つ「いきいき百歳体操」
の普及に取り組み、町内 26 か所で展開

している（H20年度末）。 

高齢福

祉課 
①生活支援

サービスの

充実 

●在宅福祉サービスの充実 
高齢者が住み慣れた地域で安

心して生活を営むことができるよう

支援を行う。 

実施 

 緊急通報装置の設置、配食サービス、愛
の一声事業、巡回訪問、街かどデイハウ

ス事業、移送サービスなど各種在宅サー

ビスを実施 

高齢福

祉課 

【2 章 2節（1）①と同内容】 

●年長者住宅改造助成事業 
高齢者が住み慣れた地域で安

心して生活を営むことができるよ

う、住宅改修費用の助成を行う。 

実施 

 段差解消、浴室改修などの住宅改造費
用を助成。 

 助成実績：Ｈ17＝7件、Ｈ18＝9件、Ｈ19
＝2件、H20＝4件 

 府補助廃止のため、H20 年度末で廃止。
介護保険による住宅改修制度は継続。 

高齢福

祉課 

②高齢者に

配 慮 し た

住環境の

整備 

 

（２）人材の確保と養成 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●相談体制の充実 
介護相談員を介護保険施設等

に派遣する。また、総合相談窓口

として、町直営で地域包括支援セ

ンターを設置し、高齢者介護の相

談に応じる。 

実施 

 H18 から地域包括支援センターを運営
し、総合的な相談支援を実施している。 

 介護保険施設 2 か所、認知症対応型共
同生活介護 3 か所に介護相談員を派遣

している。 

高齢福

祉課 

①相談体制

の充実 ●地域包括支援センターの設

置 
高齢者やその家族等の総合相

談窓口としての機能を持つ機関と

して、地域包括支援センターを設

置する。 

完了 
 H18 に地域包括支援センターを設置 
 H20実績：相談・訪問件数4,565件 

高齢福

祉課 

②ホームヘ

ルパーの

養成 

●ホームヘルパーの養成 
ホームヘルパーの養成講座を

実施する。 
実施 

 H12～15 に緊急地域雇用対策として町
ホームヘルパー2級講座を開催し、49人

を養成。 

 現在は、介護保険制度のもとで民間事業
者等による養成が広く実施されており、町

の養成事業は実施していない。 

福祉保

健課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第６節 高齢者支援 

大分類 ３  施設の整備 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 5節-1・3（P43・45）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①ふれあいセ

ンター福祉

ゾーンの機

能の充実 

●ふれあいセンター年長者福

祉コーナーの運営 
ふれあいセンター2階の福祉ゾ

ーンにおいて、年長者・障害者の

健康増進、教養の向上、レクリエ

ーションを目的とした各種事業を

実施する。 

実施 

 ふれあいセンター2 階で、浴室、座敷、
休憩室、水訓練室などを運営。憩いと

交流の場を提供する。 

 年長者教室（園芸・絵画・民謡・書道な
ど）、水中歩行訓練教室を開催 

 Ｈ20実績：延べ利用者数34,455人（う
ち浴室利用者 22,920 人、教室参加者

5,069人） 

健康福

祉事業

室 

②高齢者生活

福祉センタ

ーの整備 

●高齢者生活福祉センターの

整備 
老人デイサービスセンターに

10 人程度の居住部分を合わせて

整備する小規模多機能施設で、

概ね 65 歳以上のひとり暮らし年

長者等の世帯で、高齢のため独

立して生活することに不安のある

方に対するサービス提供施設。 

未実施
 現在は国の事業メニューからなくなって
いる。保健福祉計画にも設定されてお

らず、現状で設置の予定はない。 

高齢福

祉課 

③養護老人ホ

ーム、ケア

ハウスの整

備 

●養護老人ホーム、ケアハウ

スの整備 
養護老人ホーム（自宅での養

護が困難な方が入所）、ケアハウ

ス（ある程度自立しているが生活

に不安のある方が入居）の整備を

促進する。 

未実施

 参入意向をもつ事業所がないことから
整備を行っていない。町内の対象者は

近隣市町の施設に入所・入居してい

る。 

高齢福

祉課 

 

＜主な課題＞ 

 年長者福祉センターの利用促進 

 高齢者の地域社会への参加促進 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第７節 障害者（児）支援 

大分類 １  自立と参加の支援 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 6節-1（P46）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①地域生活

支援の充

実 

●在宅障害者援護事

業、地域生活支援事

業 
障害者に対し、在宅サ

ービス（ホームヘルプ・ショ

ートステイ・デイサービスな

ど）、地域生活支援事業

（相談支援・移動支援・日

中一時支援・日常生活用

具・コミュニケーション支援

など）の提供を行う。 

実施 

 H19 年 3 月、「障害者計画及び障害福祉計画」
を策定。（H13策定の障害者計画を見直すととも

に、障害者自立支援法に基づく障害福祉計画を

新たに策定） 

 H21 年 3 月、「第 2 期障害福祉計画」（計画期
間H21～23）を策定。 

 町内の各サービス提供事業所の整備もほぼ完
了しており、利用者が必要時に利用できる環境

が整っている。サービスは年々利用者が増加し

ている。 

 H20 実績（実利用者）：居宅介護（ホームヘル
プ）45人、短期入所（ショートステイ）17人、移動

支援73人、日常生活用具給付510件（児童分

含む） 

福祉保

健課 

②就労や社

会参加の

場の確保 

●障害者の就労支援、

社会参加の促進 
障害者の就労支援のほ

か、移動支援、コミュニケ

ーション支援、スポーツ事

業など、社会参加促進の

ための各種事業を実施す

る。 

実施 

 雇用奨励金制度等により、就労の場の確保を支
援している。（H20 実績：事業所数 14、対象者

18人） 

 移動支援、通学通所支援者派遣、移送サービ
ス（タクシー代助成）、運転免許取得助成、自動

車改造助成、コミュニケーション支援（声の広

報、手話通訳派遣等）、障害者スポーツ事業、

精神障害者グループワーク（集う場確保）などに

より、障害者の社会参加を促進・支援している。 

福祉保

健課 

 

＜主な課題＞ 

 障害者の就労・雇用支援の充実 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第７節 障害者（児）支援 

大分類 2  支援体制の強化 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 6節-1（P46）に対応 

＜施策の実施状況＞ 
施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①人材養成

の充実 

●福祉従事者の養成及び福

祉ボランティアの養成 
社会福祉関係職員の研修や福

祉ボランティア養成研修を行う。 

実施 

 事業所職員への研修を実施（障害福祉
サービス事務について） 

 社会福祉協議会に委託し、手話・朗読奉
仕員（ボランティア）養成講座を開催 

福祉保

健課 

②地域福祉

の促進 

●障害者団体・サークル等の

支援 
障害者団体、サークル等の活

動を支援する。 

実施 

 身体障害者福祉協会、手をつなぐ親の
会、断酒会への活動支援 

 障害児スポーツサークル、発達障害児・
自閉症児等と保護者のサークル、精神障

害者の自主グループ、精神障害者家族

の会等の立ち上げや活動を支援してい

る。 

福祉保

健課 

③推進体制

の整備 

●島本町障害者施策推進協

議会の運営 
障害者計画の円滑な推進と進

捗状況の把握に努めるため、障

害者施策推進協議会を運営す

る。 

実施 
 協議会を運営している。 
 H20実績：3回開催 

福祉保

健課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第７節 障害者（児）支援 

大分類 ３  施設の整備 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 6節-2（P47）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●福祉作業所等への支援 
障害者の地域に根ざした日

中活動の場、福祉的な就労の

場を確保するため、町内 2 か所

の通所授産施設・福祉作業所

に補助を行う。 

実施 

 作業所わくわく、島本障害者共働作業所が
整備できており、町立やまぶき園と合わせ

て日中活動・福祉就労の場は一定確保さ

れている。 

福祉保

健課 

①障害者施

設の整備・

充実 
●精神障害者の支援 
精神障害者の社会復帰・社

会参加を促進し、地域生活を支

援する。 

実施 

 H14 から精神保健福祉事務を開始。 
 精神保健福祉手帳・通院医療などの基礎
事務のほか、相談支援、在宅サービスの提

供（ホームヘルプ・ショートステイ・移動支援

等）、当事者活動（グループワーク）や家族

への支援（家族教室）などを行っている。 

福祉保

健課 

②｢やまぶき

園 ｣ の 整

備・充実 

●｢やまぶき園｣の整備・充実
町立やまぶき園（通所授産施

設）を運営する。 
実施 

 障害者の地域における生活の場として運営
している。（H20実績：通所者31人） 

 H18 から指定管理者制度を導入。 

福祉保

健課 

③グループ

ホームなど

の整備促

進 

●グループホームの整備 
障害者が住みなれた地域

で、日常生活の援助を受けなが

ら共同生活するグループホーム

（ケアホーム）を整備する。 

実施 

 町内に 2 か所の知的障害者グループホー
ム（ケアホーム）が整備されている。また、

町外のグループホームに入居している対象

者もおり、町内対象者の利用ニーズは一定

満たされている。 

 H20 実績：グループホーム・ケアホーム利
用者8か所 13人（町外を含む） 

福祉保

健課 

 

＜主な課題＞ 

 やまぶき園の施設の老朽化、利用者の重度化への対応。また、H24 年 3 月末までに障害者自立支援法

に基づく新事業体系へ移行する必要がある。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第８節 福祉ボランティア活動の促進 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

5章 3節（P39）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①ボランティア

に対する社

会的な認識 

●ボランティア活動の振興 
手話・朗読ボランティア養成

や広報等での啓発により、福祉

ボランティア活動の振興と浸透

を図る。 

実施 
 手話・朗読ボランティア養成講座を開
催。広報等による啓発を実施。 

福祉保

健課 

②ボランティア

活動推進の

ための環境

整備 

●ボランティア活動推進のた

めの環境整備 
福祉ボランティア養成講座の

開催、ボランティア補助金による

福祉ボランティアの活動支援を

行う。 

実施 

 手話・朗読ボランティア養成講座を継
実施。 

 ボランティア補助金により、社会福祉協
議会の福祉ボランティアの活動を支援

している。 

福祉保

健課 

③ボランティア

活動推進の

ためのネット

ワーク化 

●ボランティアセンターの支

援 
社会福祉協議会のボランティ

アセンター運営を支援する。 

実施 
 ボランティア補助金により、社会福祉協
議会のボランティアセンター運営を支援

している。 

福祉保

健課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第９節 相談体制づくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

では、5章内の各節で対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①相談体制

の整備 

●相談体制の整備 
相談体制を整備し、地域住民

のさまざまな福祉的な悩み・課題

に対応する。 

実施 

 法律相談、心配ごと相談を定期開催。
（H20実績：法律相談152件、心配ごと

相談53件） 

 手話通訳者を週 5 回役場に配置（H20
実績：通訳件数39件） 

 民生委員児童委員による地域での相
談対応を図るなど総合的な福祉相談

体制の整備に努めている。（H20 実績：

民生委員児童委員の相談・支援件数

2,237件） 

福祉保

健課 

②苦情処理

機関の整

備 

●苦情処理体制の整備 
介護保険サービス内容に対す

る苦情が発生したとき、適切に対

応し、解決を図っていく仕組みを

整備する。 

実施 

 介護保険サービス内容の苦情につい
て、相談レベルでは町が対応し、苦情

申し立てが発生したときは、府国保連

合会が申し立て処理機関となり対応す

る体制ができている。 

高齢福

祉課 

●各種パンフレット作成 
介護予防・介護保険・高齢者福

祉サービスについて、広く住民に

ＰＲするために、啓発用パンフレッ

トを作成する。 

実施 
 介護予防を必要とする方を対象に介護
予防手帳を交付し、啓発をしている。 

高齢福

祉課 

③情報の提

供 ●福祉サービス等に関する情

報提供 
サービス利用者の利便性を図

るため、サービス冊子などを作成

する。 

実施 

 広報紙にサービス情報を掲載。 
 町ホームページに福祉サービス情報を
掲載 

 「障害者福祉の手引」を作成 

福祉保

健課 

- 51 - 
 



＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第５章 保健・医療・福祉 

節 第10 節 すべての人にやさしいまちづくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

4章 6節（P34）で対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

（１）交通バリアフリー化の推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●バリアフリ－基本構想策定

事業 
町内のバリアフリ－化を推進す

るめ、バリアフリー基本構想を策

定する。 

完了 

 H16、基礎資料作成のため「あんしん歩
行エリア基礎調査」を実施 

 H18 から策定作業を開始、策定委員
会、部会での審議を経て、H20 年 3 月

にバリアフリー基本構想を策定。（計画

期間H20-22） 

 H20 から、阪急水無瀬駅のバリアフリー
化事業への補助を実施。（H22 完成予

定。エレベーター・エスカレーター・多目

的トイレ等を整備） 

産業建

設課 

●道路のバリアフリ－化事業 
福祉のまちづくり重点地区を中

心に、歩道段差解消等のバリアフ

リ－化を実施する。 

実施 

 H13～17 に「歩道福まち対応改修工事
の整備計画」に基づき歩道の段差解消

などを実施。 

 H21 にバリアフリー基本構想に基づき生
活関連経路の整備を行う。 

産業建

設課 

①道路・公園

のバリアフ

リー化の推

進 

●公園バリアフリ－化事業 
福祉のまちづくり基準に適合し

ていない公園について、バリアフ

リ－化を実施する。 

実施 
 H21～22 にバリアフリー基本構想に基
づき、公園のバリアフリー化を実施す

る。 

産業建

設課 

②乗合バス

のノンステ

ップバス化

の促進 

●定期路線バスの型式の変更
町内の定期路線バスのノンステ

ップバスへの移行を要請する。 
検討中

 現状では、町域内を走る定期路線バス
に低床バスは導入されていない。今後

もバス事業者に要請する 

産業建

設課 

 

（２）福祉のまちづくりの推進 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①福祉サー

ビスの充実 

●移送サービスの充実 
高齢者等が通院等に際し、タク

シー等を利用した費用を助成す

る。 

実施 

 高齢者等に対する移送サービス（タクシ
ー代助成）を実施。1日3,000円限度、

月 2日まで。 

 H20 実績（実利用者数）：高齢者 346
人、障害者139人 

高齢福

祉課 

 

福祉保

健課 

②意識の 

高揚 

●障害者理解のための啓発活

動（障害者週間事業） 
毎年 12 月の障害者週間に合

わせ、啓発活動を実施する。 

実施 
 12 月の障害者週間に、パネル展・作品
展、街頭啓発を実施。 

福祉保

健課 

 

＜主な課題＞ 

 道路・建築物・公園などのバリアフリー化 

 路線バスの低床化 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第６章 教育・生涯学習 

節 第１節 生涯学習の推進 

大分類 １  環境づくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 1節-1・2（P49-50）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①生涯学習

施設のネッ

トワーク化 

●関連施設との連携 
関連施設との連携を図り、情報

提供のネットワーク化を図る。 
実施 

 ふれあいセンターを拠点として、住民ニー
ズに対応した学習情報の提供を図ってい

る。 

生涯学

習課 

②図書館サ

ービスの充

実 

●図書館運営事業 
町立図書館の蔵書の充実とボ

ランティアの活用を図り、利用者

の拡大とともに、利便性の向上に

努める。 

実施 

 ボランティア等と連携し、おはなし会、ライ
ブラリーコンサート、リサイクル・ブックフェ

アなどを開催。 

 H19年8月、子ども読書活動推進計画を
策定 

 H19 年度から、資料のインターネット予約
を導入 

 H20実績：入館者157,898人（1日平均
543人）、登録者11,243人、蔵書数（図

書 91,054 点・視聴覚資料 9,364 点）、

貸出数392,160点 

生涯学

習課 

 

＜主な課題＞ 

 近隣自治体や民間の生涯学習施設との連携 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第１節 生涯学習の推進 

大分類 ２  ニーズへの対応 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 1節-1（P49）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

（１）生涯にわたる学習機会の提供 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①指導者の 

育成 

●指導者の育成 
住民が自主的に行う生涯学

習活動の支援を図るため、生涯

学習関係団体を認定し、指導者

の育成等を図る。 

実施 
 生涯学習関係団体として認定している約
70団体をはじめ、自主学習グループの育

成と組織化を支援している。 

生涯学

習課 

 

（２）生涯学習振興事業 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●ボランティア活動の支援 
生涯学習に係るボランティア

活動団体への支援を行う。 
実施 

 養成講座等の実施により、自主グループ
を組織化し、育成している。 

生涯学

習課 

①ボランティ

アの活用 

【3 章 1節②と同内容】 

●ボランティア情報センターの

設置 

町内の各種ボランティア活動

を支援する情報センターを設置

する。 

一部実施
 H19 に準備委員会を発足。 
 開設に向け準備中 

生涯学

習課 

 

＜主な課題＞ 

 生涯学習の指導者の育成。学習経験者がその成果を指導や地域活動に生かすことができる環境づくり 

 ボランティア情報センターの設置 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第１節 生涯学習の推進 

大分類 ３  生涯学習計画の推進 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 1節-1（P49）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①行政内部

の推進体

制整備 

●島本町生涯学習推進本部

による事業の推進 
庁内に推進本部を組織し、行

政内部の推進体制の整備と、計

画に沿った事業の推進を図る。 

実施 
 H18年 3月、生涯学習推進計画を策定
 生涯学習関連部局の連絡調整を図り、
円滑な事業の推進に努めている。 

生涯学

習課 

②外部との

協力・連携 

●関係機関との連携 
民間の教育・学習機関及び事

業所や地域団体との連携を図る。

実施 
 行政と住民の連携、協働による学習関連
事業の拡充を図っている。 

生涯学

習課 

③学校教育

と 学校外

教 育 と の

連携 

●幼年期の教育の充実（ふれ

あい劇場） 
人形劇の観賞を通じて、親子

の対話の促進、幼年期の情操教

育の増進を図る。 

実施 
 年 1 回、人形劇等を上演するふれあい劇
場を実施（H20実績：参加者数：500人） 

生涯学

習課 

 

＜主な課題＞ 

 ＮＰＯや学校などとの連携 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第２節 学校教育 

大分類 １  幼児教育 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 2節-1（P51）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●幼稚園での英語活動 
各幼稚園に外国人講師を配

置し、英語体験活動を実施す

る。 

実施 

 H18 に特区認定を受け、幼稚園でも英語
活動を拡充。外国人講師による指導を通し

て異文化に触れることができた。 

 H20 で特区認定は終了したが、英語活動
は引き続き実施する。 

 H20 実績：外国人講師を全園に配置（週 2
日） 

教育推

進課 

●幼稚園預かり保育の本格

実施 
幼稚園教育終了後、希望者

への預かり保育を行い、子育て

支援を図る。 

実施 
 H18年 10月から本格実施。 
 通常の保育時間終了後に、希望者を対象
に午後4時 30分まで預かり保育を実施。

学校教

育課 

①幼稚園の 

充実 

●幼保一元化の検討 
幼稚園・保育所の機能を共有

した施設の開設を検討する。 
検討中

 H18 年 12 月に「就学前の子どもの教育と
保育環境の整備について-基本方針-」を

策定。 

 第一幼稚園の就労型幼稚園としての開設
については、H20 年度の実施は見送り。引

き続き検討を進めている。 

学校教

育課 

●ふれあい体験活動（幼稚

園開放） 
未就園児を対象に幼稚園開

放を実施し、幼児の体験と保護

者同士の交流の場を設ける。 

実施 
 第一・第二幼稚園において定期的に幼稚
園開放を実施している。 

学校教

育課 
②子育て支

援の充実 

●幼児教育に関する相談 
幼稚園等において、保護者

からの相談に対応する。 
実施 

 教育センター、各幼稚園において就園前の
保護者並びに途中入園、転入者等の各種

相談を随時受けている。 

学校教

育課 

  

＜主な課題＞ 

 町立第一幼稚園の就労支援型幼稚園としての開設 

 小学校との連続性を踏まえた教育の推進。保育所との連携。 

 幼稚園施設の耐震化 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第６章 教育・生涯学習 

節 第２節 学校教育 

大分類 ２  義務教育 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 2節-2（P52-53）に対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

（１）学校教育の充実 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●学校給食業務の民間委託推進 
小学校の給食調理業務等の民間委

託を推進する。 
実施 

 H12 に第三小学校、H15 に第四小学
校、H20 に第二小学校で民間委託を

実施 

学校教

育課 

●小学校施設改善 
学校施設の改善や維持管理を行う。

実施 
 一小（便所改修）、二小（既設校舎改
修・多目的室整備）、三小（外壁塗

装・屋上防水改修）などを実施 

学校教

育課 

●中学校施設改善 
学校施設の改善や維持管理を行う。

実施  一中（便所改修）などを実施 学校教

育課 

【5 章 4節 2②と同内容】 

●余裕教室の学童保育室への転用 

小学校の余裕教室を学童保育室に

活用することにより、学童保育室の施

設の整備・充実を図る。 

実施 
 H20、第三学童保育室の第三小学校
内余裕教室への移転に係る工事を実

施した。 

学校教

育課 

① 学校施

設などの

充実 

●地域開放教室の整備 
第三小学校の１教室を地域開放用と

して整備する。 
実施 

 三小の 1 教室を地域開放用として活
用しているが、改修は実施していな

い。 

学校教

育課 

●校園区の弾力化 
幼稚園・小・中学校の通学（園）区を

弾力化、選択制を進める。 
実施 

 小学校区では H16 から、幼稚園区で
はH17から、中学校区ではH18から、

それぞれ制度化し実施。 

学校教

育課 

●フロンティア教育推進事業 
確かな学力の向上に向けて、各学

校で特色ある取組みを推進する。 
実施 

 フロンティア教育推進協議会を中心に
各学校における学校運営や教育内容

に係わる研究を町全体で共有し、推

進している。 

教育推

進課 

●英語教育特区 
幼稚園・小学校・中学校に配置した

外国人講師を活用し、特別な教育課

程を実施することで、幼児・児童・生徒

の英語力を高める。 

実施 

 H18 に特区認定を受け、幼稚園・小
学校・中学校での英語教育を拡充。 

 H20 で特区認定は終了したが、小学
校での外国語活動、中学校での英語

科授業の拡充は引き続き実施する。 

 H20 実績：外国人講師を幼稚園・小
中学校に配置。（幼稚園は週2日、小

学校は週2～3日、中学校は週5日）

教育推

進課 

●研究校推進事業 
研究校を指定し、教育内容の充実・

深化と指導方法の改善を図り、学校の

教育機能を高める。 

実施 

 自学自習力育成・小中一貫教育・キ
ャリア教育・学力向上などに関して、

研究指定校を中心に取組みが進めら

れ、一定の成果を得ることができた。 

教育推

進課 

●支援講師派遣事業 
学校の状況に応じた授業補助者を

派遣する。 
実施 

 H18 から英語活動の支援講師を派
遣。英語特区の指定を受ける中で、

各校での取り組みが円滑に進められ、

効果が上がった。 

教育推

進課 

② 学校運

営体制の

確立 

●学校・園支援ボランティア事業 
広く地域人材の活用を図るため、学

校・園支援ボランティア・ネットプランを

構築し、支援施策を推進する。 

実施 
 約 180 名が登録。（特に小学校区の
安全見守り活動、学校図書館活動に

多くのボランティアが活動） 

教育推

進課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第２節 学校教育 

大分類 ２  義務教育 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 2節-2（P52-53）に対応 

 ●学校協議会の設置 
開かれた学校づくりを進めるた

め、学校協議会を設置。校長の求

める事項について協議し､教育活

動への意見交換や提言を行う。 

実施 

 公募委員も含めた各学校での学校協議
会を定期的に開催。 

 年間4回の各協議会の代表者による連絡
会の中で、各校の状況の共有化ができて

いる。 

教育推

進課 

 

（２）教育体制などの充実 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●調査研究委員会の充実 
教育課題に対応するため、調査研

究活動を行うことを通して、教育内容

の向上を図る。 

実施 

 町の教育研究団体と連携しながら、調査
研究・研修に努め、成果を毎年冊子にま

とめて各教職員に配布し、研究成果の普

及を図っている。 

教育推

進課 

①教職員

の資質

の向上 ●教職員研修の実施 
研修を実施し教育内容の向上、教

職員の指導力・資質向上を図る。 
実施 

 教育課題や教職員のニーズに合わせた
研修を実施している。 

 H20年10月、京都産業大学と連携協定
を締結。（教職員の相互交流、学生インタ

ーンシップの受入れ等） 

教育推

進課 

●スクールカウンセラー配置事業 

カウンセラーを配置し、不登校や

問題行動などの相談業務やカウンセ

リングを中心とした支援活動を行う。 

実施 

 週 1 回カウンセラーを配置（教育センタ

ー、小学校など） 

 児童生徒・保護者・教員に対し、心のケア
を中心とした働きかけを行っている。 

教育推

進課 
②心の教

育の充

実 
●教育相談、適応指導 
教育センターにおいて教育相談を

実施するほか、不登校児童生徒への

学校復帰に向けた指導・支援を行う。

実施 

 教育相談を実施（H20実績：112件） 
 適応指導を実施。指導員や学生ボランテ
ィアの指導や働きかけで、不登校児童・

生徒を支援している。 

教育推

進課 

③人権教

育の充

実 

●研究団体への支援 
人権教育に関する研究団体への

補助を行う。 
実施 

 人権教育団体への補助を実施。成果を
冊子にまとめ、教職員全員に配布してい

る。 

教育推

進課 

④体力の

向上と

健康の

保持増

進 

●中学校部活動支援 
外部指導者を活用した部活動の

活性化を支援する。 
実施 

 中学校に外部からの指導者を配置し、部
活動の活性化に努めている。 

教育推

進課 

●特別支援教育相談 
特別な配慮を要する児童等の発

達についての相談の場を設定し、個

に応じた指導の充実を図る。 

実施 
 教育センターで発達相談を実施（H20 実
績：175件） 

教育推

進課 
⑤養護教

育の充

実 
●支援教育交流事業 
支援教育交流実行委員会に対し

補助金を交付し、障害を有する子ど

もの可能性の伸長を図る。 

実施 
 障害を有する子どもの体験・交流事業を
実施。 

教育推

進課 

⑥情報教

育 ・ 環

境教育

の充実 

●情報教育の推進 
学校の情報機器を整備し、児童･

生徒の情報活用能力を高めるための

調査・研究を行う。 

実施 
 各学校のパソコン教室内情報機器及び
教職員用校内LANを整備し、児童・生徒

の情報活用能力の向上を図った。 

教育推

進課 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第６章 教育・生涯学習 

節 第２節 学校教育 

大分類 ２  義務教育 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 2節-2（P52-53）に対応 

 
 

●キャリア教育の推進 
中学校での職場体験学習を中心

に、小学校からのキャリア教育の研究

推進を図り、生徒が主体的に進路選

択できる資質を向上させる。 

実施 
 H18から、中学校2年生を対象に5日間
の職場体験学習（夢 WORK わくウィーク）

を実施している。（H21 は 3日間実施） 

教育推

進課 

●進路選択支援事業 
経済的理由により進学等を断念す

ることがないよう、奨学金制度等に関

わる支援相談を行う。 

実施 
 教育センターで、奨学金制度等に関わる
支援相談を実施。 

教育推

進課 

⑦進路指

導の充

実 

●奨学資金制度の見直し 
町奨学資金制度の見直しを行う。 

検討中
 他の奨学資金制度(大阪府育英会等)、
民間の教育ローン制度の有効活用を進

するよう指導する。 

学校教

育課 

 

＜主な課題＞ 

 小・中学校施設の耐震化 

 小中一貫教育の推進 

 学校・園支援ボランティアのコーディネートを行う人材の確保 

 奨学金制度の見直し 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第２節 学校教育 

大分類 ３  地域・家庭との連携 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 2節-3（P54）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①地域との

協働連携 

●地域との協働連携 
地域住民や保護者の協力を得

て、子どもたちが安全に登校し、

また、安心して学ぶことのできる

環境の一層の充実を図る。 

実施 

 安全ボランティアによる登下校時の見守
り活動を実施（登録者約70人） 

 地域との連携により、学習田での米作り、
職場体験実習などを実施している。 

 地域住民が企画・運営に参加する「放課
後子ども教室」を各校区で開催。 

教育推

進課 

ほか 

②家庭教育

の充実 

●家庭教育学級の支援 
地域で家庭と連携して行う教

室・講座、スポーツなどの事業を

支援する。 

実施 
 各地域で行う教室・講座、スポーツなど
の事業を支援した。 

生涯学

習課 

 

＜主な課題＞ 

 家庭教育の充実に向けた支援（保護者への啓発、児童・生徒の自学自習力を高める取組み） 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第３節 青少年の健全育成 

大分類 １  環境づくり 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 3節（P55）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●ＹＹワールド事業 
子どもたちの文化の向上や青

少年活動の活性化及び相互理解

と、住民に青少年健全育成の意

識の向上を図るため、ＹＹワール

ドを開催する。 

実施 

 青少年指導員や社会教育関係団体の協
力により実行委員会を組織し、青少年自

らの企画・立案のもと、毎年 4 月にＹＹワ

ールドを開催。（H20 実績：来場者 6,000

人） 

生涯学

習課 
①地域活動

の基盤づく

り 
●青少年健全育成大会 
青少年が日頃取り組んでいる

活動の発表や、青少年に関する

講演会などを行う。 

実施 
 毎年11月に開催 
 H20 実績：参加者 706人（映画上映、舞
台、講演） 

生涯学

習課 

●いきいき・ふれあい教育事業
いきいき・ふれあいフェスタをは

じめとした学校・園と地域との連携

事業や、家庭教育学級などを実

施する。 

実施 

 実行委員会方式により実施 
 「いきいき・ふれあいフェスタ」、家庭教育
学級、学校・園と地域との連携事業など 

 H20 実績：いきいきふれあいフェスタ参加
者590人 

生涯学

習課 

②家庭・地域

での連携

強化 
●放課後子ども教室事業 
安全な子どもの活動場所を確

保し、地域住民の協力を得て体

験・交流活動を活性化するため、

土曜日に文化・スポーツなどのイ

ベントを行う。 

実施 

 H19 から第一・三・四小学校区で実施 
 H20 から全ての小学校区で実施 
 H20 実績（開催数）：一小＝41 回、二小
＝13回、三小＝20回、四小15回 

生涯学

習課 

●「愛のひとこえ運動」の推進 
啓発物品を配布し、非行防止

を呼びかける。 
実施 

 毎年 12 月に啓発物品を配布し、青少年
の非行防止と健全育成を呼び掛けると共

に、青少年指導員の活動についても啓発

を行っている。 

生涯学

習課 

③非行など

への対応 
●体制の整備・充実 
青少年指導員の活動の充実や

地域との連携に努めるほか、青少

年問題協議会において非行問題

などの対策について体制の整備

を図る。 

実施 

 青少年指導員による見回り、啓発などを
実施 

 青少年問題協議会で青少年が健やかに
育つための環境づくりについて審議を行っ

ている。 

生涯学

習課 

 

＜主な課題＞ 

 「青少年健全育成計画」の次期計画（H24～）の策定 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第３節 青少年の健全育成 

大分類 ２  活動の育成・推進 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 3節（P55）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①環境づくり

の推進 

●リーダー養成事業 
青少年活動の核となる青少年リ

ーダーの育成を行い、地域活動

の活性化、教育力の向上を図る。

実施 

 小学生を対象とした子ども会リーダー講
習会を開催（H20実績：2 コース各8回、

受講者17人） 

 指導者を対象とした中級リーダー講習会
を開催（H20実績：１回 11人） 

生涯学

習課 

②活動の 

推進 

●青少年人権教育事業 
人権教育、人権学習の機会の

充実を図るため、学習の場の提

供や体験活動の事業を実施す

る。 

実施 

 人権文化センターを中心として、各種事
業を実施。野遊び倶楽部、各種教室、学

習支援の場、親子交流映画会など 

 H20実績：160回、延べ参加者3,920人

生涯学

習課 

③共育・共学

の推進 

●野遊び倶楽部 
小・中学生を対象に、自然の中

で親子の共同体験や友達同士の

ふれあいなどを通して、子どもた

ちが様々な年代と交流することを

目的とするイベントを開催する。 

実施 
 親子を対象とした「化石探し」や、「竹細
工」などの事業を開催 

 H20実績：2回 50人 

生涯学

習課 

 

＜主な課題＞ 

 児童数の減少に伴い、青少年リーダーも不足している。 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

  

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第３節 青少年の健全育成 

大分類 3  施設の整備・充実 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 3節（P55）に対応 

※キャンプ場は 6章 4節-2（P57）

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①活動の場

づくりの推

進 

●公共施設の活用 
既存の公共施設を活用し、青

少年が自主的に活動し、また、親

子で学習できる事業を展開する。

実施 

 ＹＹワールドや野遊び倶楽部などの事業
を、既存施設を活用して展開している。 

 関係団体にはふれあいセンターの使用料
減免を行うなど、既存施設の活用を進め

ている。 

生涯学

習課 

②町立キャン

プ場の整

備 

●キャンプ場整備事業 
町立キャンプ場の施設整備を

進める。 
検討中

 毎年夏期に開設 
 維持管理、補修などは行っているが、整
備は進んでいない。 

 H20実績：利用者362人 

生涯学

習課 

③児童公園

な ど の 整

備・充実 

●児童公園整備の推進 
児童公園の整備を進める。 

実施 
 都市計画法に基づき、一定規模以上の
開発については公園設置を義務付け、指

導している。 

産業建

設課 

 

＜主な課題＞ 

 キャンプ場の利用者の減少 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第６章 教育・生涯学習 

節 第４節 スポーツ・レクリエーション 

大分類 １  生涯スポーツの推進 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 4節-1（P56）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●スポーツ振興計画の策定 
総合型地域スポーツクラブの

設立にあわせて、スポーツ振興計

画の策定について検討する。 

検討中  計画は策定できていない。 生涯学

習課 
①生涯スポ

ー ツ意識

の啓発 ●スポーツ振興事業 
体育指導委員による、ニュース

ポーツの普及促進を行う。 
実施 

 各小学校からの要請により、ニュースポ
ーツ等の出前指導が増え、児童や保護

者との交流が深まるとともに、ニュースポ

ーツの普及にもつながっている。 

生涯学

習課 

②障害者ス

ポ ー ツ の

推進 

●障害者スポーツの推進 
障害者を対象に、スポーツ教

室・大会の開催、団体への支援、

府大会への参加支援などを行う。

実施 

 障害者（児）を対象とした町ふれあいスポ
ーツ教室・大会を毎年開催（Ｈ20 実績：

教室 17回 411人、大会 2回 100人） 

 教室をきっかけとして設立された障害児
スポーツサークルもあり、自主的活動の

取組みも行われている。 

 府障害者スポーツ大会へも毎年参加し
ており、町では周知や送迎などの支援を

行っている。 

福祉保

健課 

③組織の 

育成 

●各種スポーツ団体の育成 
各種スポーツ団体に対して、育

成強化を図る。 
実施 

 スポーツ系社会教育関係団体の活動を
支援している。 

 総合型地域スポーツクラブ「しまもとバン
ブークラブ」の設立を支援した。 

生涯学

習課 

●スポーツ・レクリエーション大

会の開催 

スポーツ実行委員会が中心と

なって、体力や年齢に応じてスポ

ーツが楽しめるよう、事業展開を

図る。 

実施 

 マウンテングラウンドゴルフ、スリータッチ
ボール、バウンドテニス、バドミントンなどの

大会を実施。 

 H20実績：7回 477人 

生涯学

習課 

④住民参加

の促進 【3 章 1節①と同内容】 

●町民スポーツ祭の開催 
住民の健康づくりとスポーツの

普及を図るため、住民主体の実

行委員会形式による町民スポー

ツ祭を実施する。 

実施 
 毎年10月に開催 
 H20実績：参加者5,100人 

生涯学

習課 

⑤指導者の 

養成 

●スポーツ指導者の養成 
ニュースポーツ・競技スポーツ

の普及発展させるための指導者

の養成に努める。 

実施 
 体育指導委員を中心として、ニュースポ
ーツ等の指導啓発に取り組んでいる。 

生涯学

習課 

⑥総合型地

域スポーツ

クラブの設

置 

●総合型地域スポーツクラブ

設立事業 
地域の子どもから大人までがス

ポーツを楽しむ「総合型地域スポ

ーツクラブ」の設立を支援する。 

完了 

 H19年 2月に総合型地域スポーツクラブ
「しまもとバンブークラブ」設立 

 年間を通じて各地域で教室やイベントを
展開。会員の会費により運営。 

 実績：登録会員数331人、24教室（H21
年 3月末） 

生涯学

習課 

＜主な課題＞ 

 スポーツ団体の育成・支援 

 スポーツ指導者の育成・確保 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第６章 教育・生涯学習 

節 第４節 スポーツ・レクリエーション 

大分類 ２  施設の充実 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 4節-2（P57）に対応 

 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①町立プー

ルの整備・

充実 

●町立プールの維持管理・整備

充実 

町立プールの維持補修に努め

ながら、現プールの今後のあり方

について検討する。 

一部実施

 毎年夏期に町立プールを開設 
 H20 実績：入場者 11,188 人、1 日平均
205人 

 維持・補修を実施しているが、建替え、新
施設の建設などは進んでいない。 

生涯学

習課 

②体育館の

整備 

●体育館の維持管理・整備充

実 
体育館の運営を行う。体育館

の維持管理をNPO法人に委ね指

定管理者制度の導入を図る。 

実施 

 住民への貸出や各種教室の開催などを
実施 

 H20実績：利用者61,227人 
 H18 からＮＰＯ法人体育協会に受付業務
を委託。指定管理者制度の導入に向け

検討中。 

生涯学

習課 

③学校開放

施設の充

実 

●体育施設の開放 
スポーツ活動を推進するため、

小・中学校の体育施設の開放を

行う。 

実施 

 小・中学校の体育館・グラウンドを一般に
貸出 

 H20 実績：利用件数 2,530 件、利用者
65,682人 

生涯学

習課 

 

＜主な課題＞ 

 町立プールの老朽化への対応 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第６章 教育・生涯学習 

節 第５節 文化・芸術 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

6章 5節（P58）で対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①文化活動

の振興 

【3 章 1節①と同内容】 

●文化祭事業 
住民参加による実行委員会を

組織し、町文化祭を実施する。 

実施 
 毎年11月に開催 
 H20実績：2日間・延参加者18,000人

生涯学

習課 

②文化創造

のための

環境づくり 

●生涯学習振興事業 
文化創造、生涯学習振興のた

め、各種の講座・教室を開催す

る。 

実施 
 ふれあいセンターを中心に文化教室
（川柳・和太鼓・書道・陶芸など）を開催

 H20実績：350回・延 8,186人 

生涯学

習課 

【2 章 3節(2)②と同内容】 

●指定文化財の管理 
国指定重要文化財等の適正な

管理を行う。（水無瀬神宮・桜井

駅跡） 

実施 

 水無瀬神宮客殿等の防災設備の保守
点検を実施。 

 H19～20、桜井駅跡の整備を実施。 
 H20年7月、大阪府から同史跡の無償
譲渡を受ける。 

生涯学

習課 

③文化財を

生 か し た

地域づくり ●文化財保護条例の制定 
文化財保護条例を制定し、町

内に存在する重要な文化財の保

存及び活用を図る。 

完了 

 H20年 7月に条例を施行 
 文化財保護審議会を設置し、町文化
財の指定を進め、H21年 4月に町文化

財指定第 1 号として「水無瀬駒 関連

資料」を指定した。 

 今後も町文化財指定を進める。 

生涯学

習課 

【2 章 3節(2)②と同内容】 

●町立歴史文化資料館（麗天

館）の管理・運営 
麗天館の保存と活用を図る。 

実施 

 麗天館の屋根瓦や漆喰壁等の整備工
事を行い、H20 年 4 月に正式開館。資

料展示を行い、施設の保全と活用を図

っている。 

 H20実績：入館者14,762人 

生涯学

習課 

●史跡案内板等設置事業 
町内の歴史・文化遺産を多くの

人に発信し、誰もが気軽に歴史

散策ができるよう史跡案内板等を

設置する。 

実施  史跡案内板の維持管理を実施 生涯学

習課 

④歴史環境

の形成 

●遺跡範囲確認調査事業 
発掘調査を行い、遺跡の範囲

及び内容を調査する。 
実施  町内の発掘調査を実施 生涯学

習課 

⑤教育にお

け る 文化

財の活用

と調査・研

究の支援 

●教育活動との連携 
歴史文化資料館で小・中学校

の見学や実習を受け入れる。 
実施 

 歴史文化資料館で小学生の見学を受
け入れ、また、中学校職場体験実習の

事業所としても実習生を受け入れてい

る。 

生涯学

習課 

 

＜主な課題＞ 

 町文化財指定の推進 

 歴史文化資料館のさらなる活用（調査研究、教育、地域活動など） 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第７章 構想実現に向けて 

節 第１節 地方分権・地域主体形成 

⇒第四次総合計画基本計画（案） 

7 章 1節（P60）で対応 

※広報広聴は 3章 1節（P23）で対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●「コンプライアンス制度及び

対行政暴力制度」の推進 
公務員の法令の遵守、公務員

倫理に即した行動の徹底、合わ

せて職務上における職員への不

当な要求である「対行政暴力」に

対して、組織的に対応するための

制度化を図る。 

完了 

 H18、「島本町における法令遵守の推
進に関する要綱」及び「島本町不当要

求行為等対策要綱」を制定し、組織的

に対応できるよう制度化した。 

人事課

①行政サー

ビスの向上 

●効率的な執行体制の見直し
限られた職員で、多種多様な

住民ニーズに適正に対応できる

よう機構を見直す。 

実施 

 H16・18 に機構改革を行い、円滑な事
務の運営に努めた。（①H16＝9 部局

27課→8部局 26課、②H18＝8部局

26課→9部局 24課 

 H19 から係制廃止（一部部局を除く）。 

人事課

②広報・公聴

活動の充

実 

【7 章 1節②と同内容】 

●パブリックコメント制度の導入
計画策定などにあたり、民意を

町政に反映させるため、住民の意

見を募集し、提出された意見等を

考慮して、最終的な意思決定を

行う。 

完了 
 H18、パブリックコメント手続要綱を制
定。要綱に基づき意見公募を実施して

いる 

自治・防

災課 

●情報公開の推進 
情報公開制度を運営する。 

実施  H20実績：公開請求件数316件 自治・防

災課 

③情報公開

の推進 

●「審議会等の会議の公開に

関する指針」の作成 
行政の透明性を高め、住民へ

の説明責任を果たすため、会議

公開指針を策定し、会議の公開

を行う。 

完了 
 H16 に「審議会等の会議の公開に関す
る指針」を施行。指針に基づき、会議の

公開を実施している。 

自治・防

災課 

 
＜主な課題＞ 

 地方分権の進展に伴うさらなる権限移譲への対応（人材・財源の確保） 
 限られた人員・財源の中で、良質なサービスを提供するための人材の育成、組織体制の効率化 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 
章 第７章 構想実現に向けて 

節 第２節 広域行政 

⇒第四次総合計画基本計画（案） 

7 章 1節（P60）で対応 

 
＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

①広域行政

の推進 

●合併問題・広域連携のあり

方の検討 
自治体間の合併問題や、広域

的な連携を検討する。 

実施 

 H14、北摂各市町による広域連携のあ
り方等に関する調査研究報告をまとめ

た。 

 H15、島本町市町村合併等研究会調
査・研究報告をまとめた。 

 H15、合併問題に関する住民意見交換
会を 5 会場で開催するとともに、住民

3,000 人を対象にアンケートを実施（約

5割の方が合併に反対）。 

政策推

進課 

②国・大阪府

及び民間

との連携 

●広域ネットワークへの参加、

近隣自治体との連携 
国・府・近隣自治体・民間との

連携・協力により、行政課題の解

決を図るため、広域ネットワークへ

の参加や、近隣市町との共同事

業を実施する。 

実施 

 京都都市圏自治体ネットワークへの参
加（京都市を中心に滋賀・京都・大阪の

一部市町が参加。自治体情報の発信、

パンフレット作成、情報交換など） 

 三川合流域地域づくり推進協議会への
参加（国土交通省・京都府・大阪府・流

域自治体などが参加。広域的に三川合

流地域の地域づくりを進める） 

 高槻市と総合相談を共催（年 1回） 
 北摂地区・高槻市等との共同職員研修
を実施 

 近隣自治体と共に、高槻島本夜間休
日応急診療所、三島救命救急センター

を運営（運営費を負担） 

 H20 から、後期高齢者医療の事務を府
広域連合で実施。 

政策推

進課 

ほか 

 

＜主な課題＞ 

 広域行政の検討（消防・ごみ・し尿など）
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第７章 構想実現に向けて 

節 第３節 情報基盤の整備 

大分類 １  ＩＴ化の推進 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

7章 2節（P61）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●電子自治体の推進 
高度情報化への対応、住民サービ

スの向上を図るため、パソコンの配置

など庁内の情報通信環境を整備すると

ともに、インターネットによる申請や予

約などを行う環境整備を進める。 

一部実施

 職員1人1台のパソコン設置は完了
 電子申請については、H19年9月か
ら図書館の予約システムを整備。 

総務課

ほか 

●総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

の構築 
全国の地方自治体のコンピューター

ネットワークを相互接続した広域ネット

ワーク（ＬＧＷＡＮ）を構築する 

完了 
 ネットワークは構築完了 
 H20 に府で再構築 

総務課

●本庁コンピュータ基幹システム更

新 
効率かつ円滑な行政サービスを提

供するため、基幹システムを更新する。

実施 

 随時、住基等システムの更新を実
施している。 

 H21～22 年度で基幹システムの更
新を行う。 

総務課

①電子自治

体の推進 

●地域イントラネット基盤施設整備

事業 
総合行政の高度化を図るため、イン

ターネットによる地域公共ネットワーク

の整備を図る。 

検討中

 本庁と他施設とは、光ファイバーに
よるネットワークを構築することにより

即時性の高い情報共有が図られて

いるが、イントラネットの構築は実施

できていない。 

総務課

●住民基本台帳ネットワーク事業 
住民基本台帳ネットワークシステム

の構築を図る。 
完了  システム導入は完了 住民課②住民基本

台帳ネット

ワークシス

テムなどの

構築 

●戸籍事務のＯＡ化の推進 
戸籍事務の安定運用を図るため、紙

媒体の戸籍を電子化するとともに、確

認・補正作業を行う。 

検討中
 導入自治体の動向調査や、事業者
主催の研修に参加し、導入作業の

概要や問題点の把握を行っている。

住民課

③住民票の

広域交付

システムの

推進 

●広域交付システム事業 
住民票の広域交付や転出入時の事

務の簡素化のためのシステムを構築す

る。 

完了 
 住民票基本台帳ネットワークと同時
に整備できている。 

住民課

④セキュリテ

ィポリシー

の推進 

●情報セキュリティポリシーの推進 
町の情報資産を守るため策定した、

情報セキュリティポリシーに基づき運

用、評価・見直しを繰り返し実施する。 

実施 

 H17 にセキュリティポリシーを策定。
情報資産の保護に関する組織の基

本的な考え方を表明するとともに、

情報資産を保護するため、遵守す

べき行為、判断等に係る共通の基

準を設けた。 

総務課

⑤文化情報

コーナーの

充実 

●文化情報コーナーの充実 
行政情報の積極的な提供を図るた

め、役場 1 階文化・情報コーナーに各

種計画・報告書、文献、チラシなどを設

置し、行政情報等を提供する。 

実施 
 文化・情報コーナーを運営し、行政
情報の提供に努めている。 

自治・防

災課 

＜主な課題＞ 

 電子申請、電子予約など、インターネットを活用したサービスの提供 

 メールでの問合せへの対応、ＬＡＮとインターネットの接続、情報セキュリティの強化（教育面とハード面） 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第７章 構想実現に向けて 

節 第３節 情報基盤の整備 

大分類 ２  ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）の活用 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

3章 1節（P23）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課 

①情報提供の 

充実 

【3 章 2節②と同内容】 

●しまもとプラザ（高槻ケー

ブルネットワーク）の充実 
ケーブルテレビでの町広報

番組「しまもとプラザ」を制作、

放映する。 

実施 

 H11 から放映開始 
 放映時間15分、毎日4回放映 
 H21 から番組内容・編成をリニューア
ル。更新頻度を月2回から 3回に。 

自治・防

災課 

 

＜主な課題＞ 

 番組内容・構成の充実 

 災害時などにおけるケーブルテレビの活用 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 章 第７章 構想実現に向けて 

節 第４節 行財政改革 

大分類 １  行政改革 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

7章 3節-1（P62）に対応 

※人材育成は 7章 1節で対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

① 行政改

革の推進 

●行財政改革の推進 
効率的かつ効果的な行政運

営を進めるため、改革プラン等

に基づき、行財政改革を推進す

る。 

実施 

 H15、第三次行政改革実施計画を策定（行
政評価システム導入、ＩＳＯ認証取得、団体

補助金削減、公用車の一括管理、機構の合

理化、職員定数の削減、公募委員選考要綱

の制定などを実施） 

 H17、第四次行財政改革プランを策定（町営
住宅跡地の売却、やまぶき園への指定管理

者制度導入、町税前納報奨金の廃止、給与

制度の見直し、住民票等の手数料の見直し

などを実施） 

 H20、第四次行財政改革プラン推進計画を
策定（大藪浄水場管理業務の委託、ふれあ

いセンターへの指定管理者制度導入、町ホ

ームページへの有料広告導入などを実施） 

 第五次行財政改革プラン （計画期間
H22-26）を検討中。 

政策推

進課 

② 行政評

価システ

ムの導入 

●行政評価システムの推進 
行政評価システムを活用し、

行財政改革を推進する。 
実施 

 H15 年度（47 事業を試行評価）、H16 年度
（190 事業を評価）、H17 年度（296 事業を

評価）、H18 年度（16・17 年度評価事業の

改善実施状況調査）、H19 年度（16 年度評

価事業の再評価を実施） 

政策推

進課 

●人材育成基本方針の策定 
人材育成の目的、方策等を

明確にした「人材育成に関する

基本方針」を策定する。 

完了 
 H19年3月、「島本町人材育成基本方針」を
策定。方針に基づき、職員の能力向上、能

力開発に計画的に取り組んでいる。 

人事課

●昇任試験制度の検討 
公平・公正で客観的な試験

制度を導入することにより、職員

の職務意欲を促進し、適正な人

材の登用を図る。 

実施 
 H20 から、係長級昇任試験制度を導入 
 H20実績：受験者18人・合格者2人 
 H21実績：受験者19人・合格者8人 

人事課

●勤務評定制度の導入 
職員の意識改革、職務意欲

の向上のため、年功的制度を改

め、職員の能力、職責、業績を

昇任または給与等に適切に反

映するための制度を構築する。 

一部実施

 評価者研修を管理職に対し毎年実施 
 Ｈ19・20、管理職を対象に試行実施 
 H21 から、管理職を対象に本格導入 

人事課

●人事交流制度の実施 
他市町村、大阪府等との人

事交流を実施する。 

一部実施

 大阪府への職員派遣を定期的に実施 
 府内市町村間での人事交流については、実
施している団体はなく、現状での実施は困難

人事課

③職員の能

力開発 

●職員研修の充実 
職員の意識改革と一人ひとり

の能力向上のため、より充実し

た課題別専門研修を実施する。

実施 

 北摂地区・高槻市との共同研修を実施 
 マッセＯＳＡＫＡへの派遣研修、先進都市派
遣研修等宿泊研修などを実施 

 内部講師の養成などを実施している。 

人事課

＜主な課題＞ 

 行財政改革（各種使用料の見直し、個人給付の見直し、公共施設の民営化など） 

 行政評価システムのあり方の見直し（より効率的・効果的な運用に向けた改善） 

 全職員を対象とした勤務評定制度の実施 
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＜第三次総合計画に係る施策の実施状況＞ 

 

 

章 第７章 構想実現に向けて 

節 第４節 行財政改革 

大分類 ２  財政運営の効率化 

⇒第四次総合計画基本計画（案）

7章 3節-2（P63）に対応 

＜施策の実施状況＞ 

施策内容 事業名／事業内容 実施状況 実施内容 担当課

●手数料の見直し 
第四次行財政改革プランに基

づき、手数料の見直しを実施す

る。 

実施 

 H19 年度、住民票などの各種証明手数
料を見直し（原価計算方式を導入。他市

町村との均衡を踏まえ、200 円から 300

円に改定）。また、し尿処理手数料を一

部見直し。 

財政課

ほか 

●町税収入の安定確保 
町税の徴収率の向上を図るた

め、臨戸徴収や、滞納処分の強

化に努める。 

実施 
 徴収率は、H15 年度は 91.8％、H20 年
度は 93.61％と上昇しており、町税収入

の安定確保を図っている。 

税務課

●固定資産地図情報システム

（ＧＩＳ）の構築 
ＧＩＳ（地理情報システム）を活

用して家屋図の整理を図る 

未実施

 統合型ＧＩＳを前提として整備を進める予
定であったが、ハードウェアの高機能化に

より航空写真との重ねあわせ等の技術が

上がり、現状で課税上支障がないことか

ら、整備は実施していない。 

税務課

①自主財源

の安定的

確保 

●コンビニエンスストアーにおけ

る納付・納入 
納税者の利便性、徴収率向上

を図るため、コンビニで町税など

公共料金を納付・納入できるよう

検討する。 

検討中
 行財政改革推進プロジェクト会議におい
て、費用対効果を考慮し継続検討すると

の結論が出されている。 

税務課

●経常経費の節減 
委託業務等の見直しにより経

常経費の節減を図る。 
実施 

 毎年度の予算編成時にマイナスシーリン
グ等を実施している。 

財政課

●町税前納報奨金制度の廃

止 
前納報奨金制度の廃止を検討

する。 

完了 
 H18 年度末で前納報奨金制度を廃止し
た。単年度で1,400万円の経費削減とな

った。 

税務課②行政経費

の節減 

●収納・消込業務の効率化の

推進 
町税の特別徴収分の消込作業

のフロッピー化を図る。 

完了 
 フロッピー化を実施済み。作業量が減少
し、人件費の削減が図れた。 

税務課

③健全な 

財政運営 

●公債費対策 
繰上償還、一括償還、借換え

などにより町の借金の圧縮を図

る。 

実施 

 H15 年度：町営住宅の起債圧縮（2 億
5,500万円減）、銀行等引受債の借換え

 H18年度：銀行等引受債の借換 
 H19 年度：銀行等引受債 2 億円を一括
償還 

財政課

 

＜主な課題＞ 

 財政健全化（基金の維持、借金の削減） 

 事務事業の見直し等によるさらなる経費の節減 

 町有財産の有効活用（遊休土地の売却など） 
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